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●浮き彫り文字 

点字ではなく、実際の文字を立体的にし、浮き出させたもの。点字の読めない視覚障害者も多

く存在するため、そのような人へ配慮して作られたもの。 

 

●ＦＭ放送受信装置 

ＦＭ波を利用して、聴覚障害者が持ったポータブル受信機に音声を送る装置。 

 

●オストメイト 

がんなどが原因で直腸やぼうこうに機能障害を負い、手術により人工的に腹部に「排泄口」を

造設した人。 

 

●介護保険制度 

高齢者等介護が必要な方の状況や家族の希望に応じて保健・医療・福祉のサービスを総合的に

提供する制度。サービスの財源は、国、都道府県、市町村による公費と、第１号（65歳以上）及

び第 2号（40～64 歳）被保険者の保険料からなっており、介護サービスの利用にあたっては、要

介護・要支援の認定を受けることと、原則として介護支援専門員（ケアマネジャー）による介護

サービス計画（ケアプラン）の作成が必要。介護サービス費用（介護報酬）の１割は利用者負担

となる。 

 

●高齢者 

一般には65歳以上の人をさす。65歳以上、75歳未満を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者とも

呼ぶ。 

 

●サイン 

標識、看板、しるし、符号、合図など、伝えたいことを記号として示したもの、あるいはその

情報のこと。サインの種類には、記号サイン、誘導サイン、案内サイン、説明サイン、規制サイ

ンなどがある。 

 

●視覚障害者誘導用ブロック 

 視覚障害者が通常の歩行状態において、主に足の裏の触感覚でその存在及び大まかな形状を確

認できるような突起を表面につけたブロックであり、道路及び沿道に関してある程度の情報を持

って道路を歩行中の視覚障害者に、より正確な歩行位置と歩行方向を案内するためのものである。 

「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」（平成 13年 8 月）において引き続き

検討課題とされていた視覚障害者の移動支援設備について、平成 14年 12 月に同ガイドラインの

追補版が策定され、視覚障害者誘導用ブロックと音声案内についてのガイドラインが示された。 

 

●色覚障害 

 目の網膜で赤、緑、青を感じる機能のどれかが損なわれた状態。色盲、色弱、色覚異常などと

もいわれる。 

 用語集 
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●磁気ループ 

音・声に応じて変化する磁力線を発生するループコイルに誘導コイルを感応させ、増幅して音・

声を聞く方法。補聴器の入力切替スイッチをＴ（ＭＴ）にして、ループコイルを張った内部にい

ると、音源が移動しても同等の大きさで音・声が聞ける（教室、劇場やＴＶ視聴などに活用）。周

囲の雑音に妨げられずに電話を使用する場合もこの仕組みを使う。 

 

●肢体不自由 

手や足、体の胴の部分に障害があることをいう。半身まひ、脳性まひ、関節リウマチなどによ

り、歩いたり、立ったり、物の持ち運びなどに支障があり、そのために多くの人が杖や義足、電

動車いすなどを使用している。 

 

●弱視 

視力が弱いこと。めがねなどで矯正することができない場合をいう。 

 

●手話 

手の動きや表情を使って、相手に意思や情報を伝える方法。耳の聞こえない人同士、又は聞こ

える人と聞こえない人とのコミュニケーション手段のひとつ。 

 

●障害者権利条約 

社会全体として障害のある人々にたいする差別をなくし、真の平等をめざした国連の条約。ま

た、これまでの人権に関する国際条約が定めた基本的権利を障害のある人々が享受するために、

政府がとるべき措置を広範囲にわたって規定している。2006年12月13日、第61回国連総会で採択

された。 

 

●障害者等ＩＴバリアフリープロジェクト 

障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保

し、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等に使いやすい利用者端末を活用した移動支援シ

ステム。平成 12 年度から国土交通省や経済産業省、警察庁が開発している。すべての人の移動を

より安全・安心・快適にする取り組みで、急速なＩＴ化による関連機器の高度化や、民間技術の

導入によって、実用化に向けたシステム開発が進んでいる。同システムは、ＧＰＳやＲＦＩＤタ

グなどによる位置特定技術、デジタル地図と歩行ネットワークデータ技術、サーバーとの通信技

術などで構成する。 

 

●触知案内板  

触ることによって、視覚障害者や弱視者が理解できるように配慮した案内板のこと。 

 

●墨字（すみじ） 

 点字に対して、視覚的に読む文字（目で読む文字）をいう。この用語解説も印刷物で読むとき

は、墨字で示されていることになる。 

 

●障害者差別解消法 

正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成25年6月26日公布、施

行は一部の附則を除き平成28年4月1日） 

 障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的
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人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される

権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行

政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることに

より、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する

ことを目的としている。 

 

●赤外線送受信装置 

マイクからの音声を赤外線送受信機により飛ばすことにより、会場で子機をつければ映画やコ

ンサート等を友人や家族と一緒の席で鑑賞することのできる装置。補聴器又は専用レシーバーで

聴く聴覚障害者の席を設ける必要がなくなる。 

 

●電光 

行き先案内や緊急に際するメッセージ発信のための電光ボードなど。聴覚障害者への有効な伝

達手段のひとつ。 

 

●内部障害 

 身体障害者福祉法に定められた身体障害のうち、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小

腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の6つの障害の総称。 

 

●ノーマライゼーション 

障害をもつ人が障害をもたない人と同等に生活し活動する社会を目指すという理念。1950 年代

後半の北欧で誕生し、国連の「障害者の権利宣言」（1975 年）採択などに影響を与えた。ライフ

ステージのすべての段階において全人間的復権を目指す「リハビリテーション」の理念とあわせ、

国の「障害者対策に関する新長期計画」をはじめ、障害者福祉推進における基本的な理念の１つ

である。 

 

●パウチ 

便や尿を受け止め、溜めておくため、オストメイトが装着する袋。 

 

●白杖（はくじょう） 

視覚障害者の歩行補助具。障害物に対する防御、路面の変化を知る、視覚障害者であることを

周囲に伝えるなどを目的として使用する。折り畳み式、スライド式、直杖式等の種類がある。 

 

●白内障 

 水晶体が濁って徐々に視力が失われていく病気。高齢者に多い。かすんで見える、黄色っぽく

見える、明るいところではまぶしいなどの症状がある。 

 

●パーキング・パーミット制度 

障害者等用駐車スペースを必要とする対象者を明確化し、地方公共団体内共通の利用証を交付 

することにより駐車車両を識別し、不適正な駐車を抑止することを目的としている。 

 

●バリアフリー 

建物内の段差を解消するなど、障害者や高齢者などが生活する上で妨げとなる様々な障壁（バ
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リア）を取除くということ。建物や物などの物理的なもののほかに障害者や高齢者などの社会参

加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障害の除去という意味でも用いられる。 

 

●バリアフリー法 

正式名称は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成18年6月21日公

布、同年12月20日施行） 

高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的

に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策

定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得

て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定めて

いる。 

 

●筆談 

手のひらや紙に文字を書いて伝えあう方法。聴覚障害者とのコミュニケーション手段のひとつ。 

 

●明度 

色の明るさを表す度合。眼に感じる光の強弱を示す量。 

 

●ユニバーサルデザイン 

高齢者や障害者だけでなく、一般の人にも使いやすい形の製品。バリアフリーをさらに発展さ

せた、誰もが共有できるコンセプトによるもの。 

 

●聾（聴覚障害者あるいは耳の不自由な人） 

補聴器を使えばある程度は聞こえる人や、まったく聞こえない人など、その度合いはさまざま

で、生まれた時から聞こえない人もいるし、病気や事故で聞こえなくなる人もいる。 

 

●ワークショップ 

意見や技術の交換・紹介を行う研究や共同作業の場で、参加体験型の双方向グループ研究。ま

ちづくりなどの場合は、地域に関わる多様な立場の人々が参加し、地域の課題を協力して解決す

るために、各種の共同作業を通じて計画づくりなどを進めていく方法のひとつ。 
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 経緯等 

  

 

 

 『人にやさしい街づくり 望ましい整備指針』の策定にあたっては、『人にやさしい街づく

り推進委員会』（別紙1）の意見を聞きながら進めた。また、多様な分野の有識者の指導・助言

を得るとともに、想定される様々な利用者（団体）（別紙2）を対象にアンケートを実施、さら

にパブリックコメントを実施し、本指針に反映した。 

 

策定の経緯 

 

事 項 日 時 

第１回 

人にやさしい街づくり推進委員会 

平成１７年１２月１６日（金） 

 

第２回 

人にやさしい街づくり推進委員会 

平成１８年 １月２５日（木） 

第３回 

人にやさしい街づくり推進委員会 

平成１８年１１月 ６日（月） 

アンケート調査 

 

平成１８年１２月７日（木） 

  ～ 平成１８年１２月２２日（金） 

第４回 

人にやさしい街づくり推進委員会 

平成１９年 １月２５日（木） 

パブリックコメント 平成１９年２月２０日（火）  

～ 平成１９年３月１９日（月） 

第５回 

人にやさしい街づくり推進委員会 

平成１９年８月２３日（月） 
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（別紙１） 

「人にやさしい街づくり推進委員会」委員（策定時） 
 

（五十音順） 

氏     名 職     名 

磯 部 友 彦 中部大学工学部都市建設工学科教授 

伊 藤 京 子 社団法人愛知建築士会評議員 

江 口 このみ ＮＰＯ法人わが家流子育て応援団ふりあん理事長 

大 友 昌 子 中京大学現代社会学部教授 

鬼 頭 弘 子 ＮＰＯ法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海 副理事長

（平成１７・１８年度） 

小 林 富 吉 

（平成１９年度～） 

佐 藤 敏 雄 

財団法人愛知県老人クラブ連合会副会長 

坂 本 隆 司 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団指導員 

谷 口   元 

（委 員 長） 
名古屋大学大学院工学研究科教授 

（平成１７年度） 

山内 可奈子 

（平成１８年度～） 

辻  耕 司 

名古屋市健康福祉局障害企画課主査 

溝 口 栄一郎 社団法人愛知県身体障害者福祉団体連合会会長 

（平成１７・１８年度） 

森 田   隆 

（平成１９年度～） 

鈴 木 孝 宏 

 

名古屋商工会議所街づくり振興部長 

 

名古屋商工会議所産業振興部街づくり振興グループ長 

山 田 昭 義 社会福祉法人ＡＪＵ自立の家常務理事 

柚 原   誠 中部鉄道協会技術委員長 
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（別紙２） 

アンケート対象団体リスト（策定時） 

 

『第３回 人にやさしい街づくり推進委員会』で示した素案について意見を求めた。 

 

     
団体名 

社会福祉法人ＡＪＵ自立の家 

わだちコンピュータハウス 

社団法人日本オストミー協会愛知東海支部 

財団法人愛知県老人クラブ連合会 

特定非営利活動法人東三河ハートネット 

特定非営利活動法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海 

特定非営利活動法人わが家流子育て応援団ふりあん 

自立生活センターゆうとぴあ若宮 

特定非営利活動法人つくし 

愛知県視覚障害者協議会 

愛知県盲人福祉連合会 

中部弱視者連絡会 

社団法人愛知県聴覚障害者協会 

特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会 

愛知県重度障害者の生活をよくする会 

愛知県身体障害者福祉団体連合会 

愛知県重度障害者団体連絡協議会 

愛知県筋ジストロフィー協会 

愛知県障害者（児）の生活と権利を守る会連絡協議会 

愛知県知的障害者育成会 

財団法人日本自閉症協会愛知県支部 

愛知県精神障害者家族会連合会 

愛知心理療育親の会 

愛知県重症心身児（者）を守る会 

障害者スポーツ振興センター 

名古屋市視覚障害者協会 

名古屋盲人情報文化センター 

特定非営利活動法人名古屋難聴者・中途失聴者支援協会 

わっぱの会 

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 

愛友会 

財団法人中部盲導犬協会 

愛知県腎臓病患者連絡協議会 

愛知県肢体不自由児・者父母の会連合会 

愛知県オスメイト福祉連合会 

愛知県肢体不自由児協会 

愛知盲ろう者友の会 

愛知県聴覚障害者親の会連合会 

愛知県特殊学校ＰＴＡ連絡協議会 
愛知県学習障害児・者親の会 
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▼JIS 規格 

○手動車いす（JIS T 9201：1998）／平成 10 年 5 月 

 発行 日本規格協会  

○電動車いす（JIS T 9203：1999）／平成 11 年 9 月 

 発行 日本規格協会 

○視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列（JIS T 9251：2001） 

／平成 13 年 

 発行 日本規格協会  

○案内用図記号（JIS Z 8210：2002）／平成 14 年 3 月 

 発行 日本規格協会  

○コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則（JIS T0103：2005）／平成 17 年 4 月 

発行 日本規格協会 

○高齢者・障害者配慮設計指針―公共トイレにおける便房内操作部の形状，色，配置及び器具の

配置（JIS S0026：2007）／平成 19 年 3 月 

▼国の発行物 

○高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 ／平成 24 年 7 月 

 編集 国土交通省  発行 人にやさしい建築・住宅推進協議会 

○バリアフリー法逐条解説 2006（第 3版）／平成 25年 10 月 

編集 日本建築行政会議（防災部会バリアフリー分科会） 

発行 日本建築行政会議 

○道路の移動円滑化整備ガイドライン ／平成 23 年 11 月 

監修 国土交通省道路局企画課 

編集・発行 財団法人 国土技術研究センター 

○バリアフリー整備ガイドライン（旅客施設編） ／平成 25 年 10 月 

 発行 交通エコロジー・モビリティ財団 

○バリアフリー整備ガイドライン（車両等編）   ／平成 25 年 10 月 

 監修 国土交通省総合政策局交通消費者行政課 

発行 交通エコロジー・モビリティ財団 

▼他都府県の整備マニュアル類 

○秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施設整備マニュアル ／平成 15 年 2 月 

発行 秋田県健康福祉部 

○茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル 改訂／平成 20年 3月 

 発行 茨城県保健福祉部厚生総務課 

○大阪府福祉のまちづくり条例設計マニュアル［改訂 3版］／平成 15 年 3 月 

発行 大阪府住宅街づくり部建築指導室建築企画課 

○神奈川県福祉のまちづくり整備ガイドブック ／平成 21 年 11 月 

発行 神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課 

○カラーバリアフリー 色使いのガイドライン ／平成 20 年 10 月 

発行 神奈川県保健福祉局福祉部地域福祉課 

 

 参考・引用文献 
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○岐阜県福祉のまちづくり施設整備マニュアル ／平成 16 年 1月 

編集 岐阜県都市建築部部建築指導課 

○群馬県人にやさしい福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル／平成 16年 3月 

編集・発行 群馬県健康福祉部障害政策課 

○滋賀県だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施設整備マニュアル ／平成 17 年 

3 月 

発行 滋賀県健康福祉部健康福祉政策課 

○島根県ひとにやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル／平成 26 年 3 月 

発行 島根県健康福祉部障害者福祉課 島根県土木部建築住宅課 

○東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル ／平成 21 年 3 月 

発行 東京都福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課 

○新潟県福祉のまちづくり条例整備マニュアル ／平成 22 年 3 月 

 編集・発行 新潟県福祉保健部障害福祉課 土木部都市局建築住宅課 

○福岡県福祉のまちづくり条例手引書 ／平成 25 年 3 月 

発行 福岡県建築都市部建築指導課 

○山形県福祉のまちづくり条例整備マニュアル ／平成 23 年 10 月 

編集・発行 山形県健康福祉部健康福祉企画課 

▼中部国際空港関係 

○中部国際空港旅客ターミナルビル基本設計に係るユニバーサルデザイン研究会／平成 12年 

8 月 

発行 中部国際空港株式会社 

○中部国際空港旅客ターミナルビルへのユニバーサルデザイン導入検討業務報告書／平成 13 年

12 月 発行 中部国際空港株式会社 

○中部国際空港旅客ターミナルビルへのユニバーサルデザイン導入業務（その 1）報告書／平成

15 年 3 月 発行 中部国際空港株式会社 

○中部国際空港旅客ターミナルビルへのユニバーサルデザイン導入業務（その 2）中間報告書／

平成 16年 3月 発行 中部国際空港株式会社 

○中部国際空港旅客ターミナルビルへのユニバーサルデザイン導入業務（その 2）報告書／平成

17 年 2 月  発行 中部国際空港株式会社 
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 関係法令 

  

人にやさしい街づくりの推進に関する条例 

平成六年十月十四日 

条例第三十三号 

 

改正 平成一二年 三月二八日条例第二号 

 平成一二年一〇月一三日条例第六四号 

   平成一六年一二月二一日条例第七七号 

   平成一九年 三月二三日条例第三三号 

  

人にやさしい街づくりの推進に関する条例をここに公布する。 

人にやさしい街づくりの推進に関する条例 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第五条） 

第二章 施策の基本方針等（第六条―第十条） 

第三章 特定施設に係る整備基準の遵守義務等（第十一条―第二十条） 

第四章 雑則（第二十一条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、すべての県民が個人として尊重され、あらゆる分野の活動に参加する機会

を与えられることが街づくりにおいて極めて重要であることにかんがみ、高齢者、障害者等を

含むすべての県民があらゆる施設を円滑に利用できる人にやさしい街づくりについて、県及び

事業者の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、人にやさしい街づくりに関する施策

の基本方針を定めること等により、人にやさしい街づくりの推進を図り、もって県民の福祉の

増進に資することを目的とする。 

一部改正〔平成一二年条例二号〕 

 

（定義） 

第一条の二 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると 

ころによる。 

一 高齢者、障害者等 高齢者、障害者、傷病者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活

に身体等の機能上の制限を受けるものをいう。 

二 特定施設 次に掲げる施設で多数の者が利用するものとして規則で定めるものをいう。 

イ 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第二号に規定する特殊建築物 

ロ 事務所の用に供する建築物 

ハ 公衆便所の用に供する建築物 

ニ 地下街その他これに類するもの 
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ホ 道路 

ヘ 公園、緑地その他これらに類するもの 

ト 公共交通機関の施設 

チ 駐車場 

リ 一団地の住宅施設その他これに類するもの 

追加〔平成一六年条例七七号〕 

 

（県の責務） 

第二条 県は、人にやさしい街づくりに関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務

を有する。 

 

（市町村に対する協力） 

第三条 県は、市町村が実施する当該市町村の区域の状況に応じた人にやさしい街づくりに関す

る施策に協力するものとする。 

全部改正〔平成一二年条例二号〕 

 

（事業者の責務） 

第四条 事業者は、その事業の用に供する施設を高齢者、障害者等を含むすべての県民が円滑に

利用できるようにするため、その施設の構造及び設備に関し必要な措置を講じ、並びに高齢者、

障害者等の施設の円滑な利用に資する情報及び役務の提供に努めるとともに、県が実施する人

にやさしい街づくりに関する施策に協力する責務を有する。 

一部改正〔平成一二年条例二号・一六年七七号〕 

 

（県民の役割） 

第五条 県民は、人にやさしい街づくりに関する理解を深め、並びに高齢者、障害者等が施設を

円滑に利用できるようにするための措置が講じられた施設の構造及び設備の機能を妨げること

のないようにするとともに、県が実施する人にやさしい街づくりに関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

一部改正〔平成一二年条例二号・一六年七七号〕 

 

第二章 施策の基本方針等 

 

（施策の基本方針） 

第六条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、人にやさしい街づくりに関する施策を実施するも

のとする。 

一 高齢者、障害者等を含むすべての県民が円滑に利用できるよう建築物等の整備を促進する

こと。 

二 高齢者、障害者等を含むすべての県民が自らの意思で円滑に移動できるよう道路、公共交

通機関の施設等の整備を推進すること。 

 

（教育活動、広報活動等の推進） 

第七条 県は、人にやさしい街づくりに関する県民及び事業者の理解を深めるよう教育活動、広

報活動等を推進するものとする。 
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（情報の収集及び提供等） 

第八条 県は、人にやさしい街づくりの推進に資する技術に関する情報の収集及び提供その他必

要な措置を講ずるものとする。 

 

（推進体制の整備） 

第九条 県は、市町村、事業者及び県民と連携して、人にやさしい街づくりの推進体制を整備す

るものとする。 

 

（財政上の措置） 

第十条 県は、人にやさしい街づくりを推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

 

第三章 特定施設に係る整備基準の遵守義務等 

全部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（整備基準の遵守義務等） 

第十一条 特定施設の新築若しくは新設、増築又は改築（用途の変更をして特定施設にすること

を含む。以下「特定施設の新築等」という。）をしようとする者は、当該特定施設（増築、改

築又は用途の変更をしようとする場合にあっては、当該増築、改築又は用途の変更に係る部分

その他規則で定める部分に限る。）について、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該

各号に掲げる別表に定める高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な特定

施設の構造及び設備に関する措置の基準（以下「整備基準」という。）を遵守しなければなら

ない。ただし、当該特定施設について整備基準を遵守する場合と同等以上の高齢者、障害者等

が円滑に利用できるようにするための構造及び設備に関する措置が講じられると認められる場

合又は当該特定施設について整備基準を遵守することが著しく困難な場合として規則で定める

場合は、この限りでない。 

一 第一条の二第二号イからヘまで、チ及びリに掲げる施設に該当する特定施設（次号に掲げ

る特定施設を除く。） 別表第一 

二 第一条の二第二号イに掲げる施設に該当する特定施設で建築基準法第二条第二号に規定す

る用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のもの 別表第二 

三 第一条の二第二号トに掲げる施設に該当する特定施設 別表第三 

２ 知事は、特定施設を高齢者、障害者等がより円滑に利用できるようにするため必要があると

認めるときは、特定施設の新築等の際に適合させることが望ましい特定施設の構造及び設備に

関する措置の基準を定めることができる。 

全部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（高齢者、障害者等の意見の聴取） 

第十一条の二 特定施設の新築等（規則で定める特定施設に係るものに限る。）をしようとする

者は、整備基準に適合させるための措置について、高齢者、障害者等の意見を聴くよう努めな

ければならない。 

追加〔平成一六年条例七七号〕 

 

（整備計画の届出） 

第十二条 特定施設の新築等をしようとする者は、当該特定施設の新築等の工事に着手する日の
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三十日前までに、規則で定めるところにより、整備基準に適合させるための措置に関する計画

（以下「整備計画」という。）を知事に届け出なければならない。 

一部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（指導及び助言） 

第十三条 知事は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る整備計画が整

備基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした特定施設の新築等をしようとする者に対

し、必要な指導及び助言を行うことができる。 

一部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（整備計画の変更） 

第十四条 第十二条の規定による届出をした者は、当該届出に係る整備計画の変更（規則で定め

る軽微な変更を除く。）をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に

届け出なければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

一部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（指示） 

第十五条 知事は、特定施設の新築等をする者が第十二条若しくは前条第一項の規定による届出

をしないで当該特定施設の新築等の工事に着手したとき、又は当該届出に係る整備計画の内容

と異なる工事を行ったと認めるときは、必要な指示をすることができる。 

一部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（報告及び調査） 

第十六条 知事は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定施設の新築等をする者に対し、

必要な報告を求め、又はその職員に特定施設若しくは特定施設の工事現場に立ち入り、整備基

準に適合させるための措置の実施状況を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示し

なければならない。 

一部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（既存の特定施設に係る措置） 

第十七条 事業者は、その事業の用に供する特定施設でこの条例又はこの条例に基づく規則の規

定の施行の際現に存するもの（現に工事中のものを含む。）について、整備基準に適合させる

ための措置を講ずるよう努めなければならない。 

一部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（適合証の交付） 

第十八条 事業者は、その事業の用に供する特定施設について、整備基準に適合させるための措

置を講じたときは、規則で定めるところにより、知事に対し、適合証の交付を請求することが

できる。 

２ 知事は、前項の請求があった場合において、当該措置が整備基準に適合していると認めると

きは、当該請求をした事業者に対し、適合証を交付するものとする。 

３ 知事は、前項の規定により適合証を交付したときは、その旨を公表することができる。 
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一部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（維持保全） 

第十八条の二 事業者は、その事業の用に供する特定施設について、整備基準に適合させるため

の措置を講じたときは、当該措置を講じた特定施設の構造及び設備の機能を維持するよう努め

なければならない。 

追加〔平成一六年条例七七号〕 

 

（実施状況の報告等） 

第十九条 知事は、必要があると認めるときは、事業者に対し、その事業の用に供する特定施設

について、整備基準に適合させるための措置の実施状況の報告を求めることができる。 

２ 知事は、前項の報告があったときは、当該報告をした事業者に対し、整備基準に基づき、必

要な指導又は助言を行うことができる。 

一部改正〔平成一六年条例七七号〕 

 

（国等に関する特例） 

第二十条 第十二条から第十六条までの規定は、国、県、市町村その他規則で定める者につい

ては、適用しない。 

 

第四章 雑則 

 

（規則ヘの委任） 

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、平成七年四月一日から施行す

る。 

 

附 則（平成十二年三月二十八日条例第二号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

 

附 則（平成十二年十月十三日条例第六十四号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。 

 

附 則（平成十六年十二月二十一日条例第七十七号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十七年七月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に新築若しくは新設、増築又は改築（用途の変更をして特定施設（改

正後の人にやさしい街づくりの推進に関する条例（以下「新条例」という。）第一条の二第二

号に規定する特定施設をいう。以下この項において同じ。）にすることを含む。以下「新築等」

という。）の工事中の特定施設の当該新築等については、新条例第十一条から第十六条までの
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規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に新築等の工事中の特定施設（改正前の人にやさしい街づくりの推進

に関する条例（以下「旧条例」という。）第十一条第一項に規定する特定施設をいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）（旧条例第十二条又は第十四条第一項の規定による届出に係る

整備計画の内容と異なる工事が行われた特定施設を含む。）については、旧条例第十一条から

第十六条までの規定は、なおその効力を有する。 

４ この条例の施行の際現に存する特定施設で旧条例第十一条第二項の基準に適合しているもの

（現に新築等の工事中のもので当該工事により旧条例第十一条第二項の基準に適合することと

なるものを含む。以下「旧基準適合特定施設」という。）については、この条例の施行後増築、

改築又は用途の変更の工事が行われるまでの間に限り、新条例第十七条の規定は、適用しない。 

５ 旧基準適合特定施設に係る新条例第十八条第一項及び第二項並びに第十八条の二の規定の適

用については、この条例の施行後増築、改築又は用途の変更の工事が行われるまでの間に限り、

新条例第十八条第一項中「整備基準に適合させるための」とあるのは「人にやさしい街づくり

の推進に関する条例の一部を改正する条例（平成十六年愛知県条例第七十七号）による改正前

の人にやさしい街づくりの推進に関する条例（以下「旧条例」という。）第十一条第一項に規

定する」と、新条例第十八条第二項及び第十八条の二中「整備基準」とあるのは「旧条例第十

一条第二項の基準」とする 

（愛知県事務処理特例条例の一部改正） 

６ 愛知県事務処理特例条例（平成十一年愛知県条例第五十五号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

 

附 則（平成十九年三月二十三日条例第三十三号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

別表第一（第十一条関係） 

一 第一条の二第二号イからハまで及びチに掲げる施設に該当する特定施設にあっては、規則

で定めるところにより、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「利用円滑化経路」

という。）を設けること。 

二 歩道及び自転車歩行者道並びに敷地内の通路、廊下その他これに類するもの及び園路（以

下「通路等」という。）で利用円滑化経路を構成するものその他の規則で定める通路等は、

次に定める構造その他の規則で定める構造とすること。 

イ 有効幅員は、歩道にあっては二メートル以上、自転車歩行者道にあっては三メートル以

上、通路等にあっては一・四メートル以上とすること。 

ロ 段を設けないこと。 

ハ 表面は、滑りにくく、平たんにすること。 

ニ 歩道及び自転車歩行者道並びに通路等を横断する排水溝のふたは、つえ、車いすのキャ

スター等が落ち込まないものとすること。 

三 利用円滑化経路を構成する出入口その他の規則で定める出入口は、次に定める構造その他

の規則で定める構造とすること。 

イ 有効幅員は、建築物の直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは九十センチメート

ル以上、その他の建築物の出入口は八十センチメートル以上とすること。 

ロ 段を設けないこと。 

四 不特定かつ多数の者が利用する階段その他の規則で定める階段は、次に定める構造その他

の規則で定める構造とすること。 
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イ 回り階段としないこと。 

ロ 手すりを設けること。 

ハ 段鼻は、滑りにくくすること。 

五 第一条の二第二号イからハまで及びチに掲げる施設に該当する特定施設で規則で定めるも

のの利用円滑化経路を構成するエレベーターは、次に定める構造その他の規則で定める構造

とすること。 

イ かごの奥行きの内のり寸法は、一・三五メートル以上とすること。 

ロ 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 

ハ 車いす使用者及び視覚障害者の利用に配慮した操作ボタン等を設けること。 

六 不特定かつ多数の者が利用する便所その他の規則で定める便所は、次に定める構造その他

の規則で定める構造とすること。 

イ 段を設けないこと。 

ロ 床の表面は、滑りにくくすること。 

ハ 次に定める構造の便房を設けること。 

(１) 便器は、洋式とすること。 

(２) 手すりを設けること。 

ニ 出入口に近い小便器には、周囲に手すりを設けること。 

七 第一条の二第二号イからハまで及びヘに掲げる施設に該当する特定施設で規則で定めるも

のの不特定かつ多数の者が利用する便所その他の規則で定める便所については、前号に定め

る構造とするほか、出入口の有効幅員を八十センチメートル以上とするとともに、車いす使

用者等が利用できる規則で定める構造の便房を設けること。 

八 愛知県建築基準条例（昭和三十九年愛知県条例第四十九号）第十二条に規定する興行場等

にあっては、規則で定めるところにより、車いす使用者が利用できる客席の部分及び通路を

設けること。 

九 第一条の二第二号チに掲げる施設に該当する特定施設及び同号イからヘまでに掲げる施設

に該当する特定施設に附属する駐車場で規則で定めるものにあっては、規則で定めるところ

により、車いす使用者が乗車する自動車を駐車できる部分及び車いす使用者が通行できる通

路を設けること。 

十 高齢者、障害者等に配慮した案内表示を規則で定めるところにより行うこと。 

十一 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準 

一部改正〔平成一二年条例六四号・一六年七七号〕 

 

別表第二（第十一条関係） 

一 敷地内の通路及び建築物の直接地上へ通ずる出入口で規則で定める経路を構成するものは、

それぞれ次に定める構造その他の規則で定める構造とすること。 

イ 敷地内の通路 

(１) 有効幅員は、一・四メートル以上とすること。 

(２) 段を設けないこと。 

(３) 表面は、滑りにくく、平たんにすること。 

(４) 敷地内の通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車いすのキャスター等が落ち込ま

ないものとすること。 

ロ 建築物の直接地上へ通ずる出入口 

(１) 有効幅員は、九十センチメートル以上とすること。 

(２) 段を設けないこと。 



 140  

二 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準 

追加〔平成一六年条例七七号〕 

 

別表第三（第十一条関係） 

一 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省

令（平成十八年国土交通省令第百十一号。第四条第六項第二号及び第三章を除く。以下「公

共交通移動等円滑化基準」という。）に定める基準 

二 公共交通移動等円滑化基準第四条第一項に規定する移動等円滑化された経路を構成する傾

斜路は、規則で定める勾（こう）配とすること。 

三 不特定かつ多数の者が利用する便所は、公共交通移動等円滑化基準第十三条第一項に掲げ

る基準に適合させるほか、次に定める構造その他の規則で定める構造とすること。 

イ 段を設けないこと。 

ロ 次に定める構造の便房を設けること。 

(１) 便器は、洋式とすること。 

(２) 手すりを設けること。 

四 高齢者、障害者等に配慮した案内表示を規則で定めるところにより行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準 

追加〔平成一六年条例七七号〕、一部改正〔平成一九年条例三三号〕 
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人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則 

 平成十七年三月三十一日 
規則第五十八号 

 
改正 平成一七年一〇月二一日規則第一一二号 

 平成一九年 三月二三日規則第一九号 
     平成一九年 七月二七日規則第四九号 

     平成二一年 三月二七日規則第一三号 

     平成二四年 三月三〇日規則第二五号 

     平成二五年 三月二九日規則第三二号 
 

人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則をここに公布する。 

人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則 

人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則（平成六年愛知県規則第百二号）の全部を改

正する。 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、人にやさしい街づくりの推進に関する条例（平成六年愛知県条例第三十三

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語） 

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 

（特定施設） 

第三条 条例第一条の二第二号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。 

一 次に掲げる用途に供する建築物又はその部分 

イ 学校その他これに類するもの 

ロ 博物館、美術館又は図書館 

ハ 体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場又は遊技場 

ニ 病院、診療所、助産所又は施術所 

ホ 社会福祉施設その他これに類するもの 

ヘ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

ト 公会堂又は集会場 

チ 展示場 

リ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ヌ 飲食店、喫茶店その他これらに類するもの 

ル 理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するもの 

ヲ 公衆浴場 

ワ ホテル又は旅館 

カ 火葬場 

二 共同住宅の用に供する建築物又はその部分で、床面積の合計が二千平方メートル以上のも

の又は五十戸を超えるもの 

三 工場の用に供する建築物又はその部分で、床面積の合計が二千平方メートル以上のもの 
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四 国、県、市町村又は第十三条各号に掲げる者の事務所の用に供する建築物又はその部分 

五 銀行その他の金融機関の事務所の用に供する建築物又はその部分 

六 事務所の用に供する建築物又はその部分で、床面積の合計が二千平方メートル以上のもの

（前二号に該当するものを除く。） 

七 公衆便所の用に供する建築物又はその部分（他の特定施設に附属するものを除く。） 

八 地下街その他これに類するもの 

九 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第二条第一項に規定する道路（自動車のみの一般

交通の用に供する道路を除く。） 

十 公園、緑地その他これらに類するもの 

十一 公共交通移動等円滑化基準第一条第一項第五号に規定する鉄道駅、同項第六号に規定す

る軌道停留場、同項第七号に規定するバスターミナル、同項第八号に規定する旅客船ターミ

ナル又は同項第九号に規定する航空旅客ターミナル施設 

十二 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第十二条の規定による届出を要する路外駐車場

（駐車の用に供する部分に、駐車場法施行令（昭和三十二年政令第三百四十号）第十五条の

規定による国土交通大臣の認定を受けた特殊の装置を用いる路外駐車場を除く。） 

十三 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第六項に規定する都市計画施設に該当す

る駐車場 

十四 都市計画法第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設 

十五 土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第二条第一項に規定する土地区画整理

事業（同条第二項の事業を含む。）、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又

は同法第二十九条第一項若しくは第二項の規定による許可を要する開発行為により一体とし

て整備する施設（五十戸以上の住宅の建設を予定する場合に限る。） 

十六 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第八十六条第一項の規定による認定又は同

条第三項の規定による許可を受けた総合的設計による一団地の建築物（五十戸以上の住宅に

限る。） 

一部改正〔平成一九年規則一九号〕 

 

（条例第十一条第一項の規則で定める部分） 

第四条 条例第十一条第一項の規則で定める部分は、同項第一号に掲げる特定施設の次に掲げる

経路を構成する敷地内の通路、廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」という。）、昇

降機、出入口及び階段とする。 

一 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から増築、改築又は用途の変更

（以下「増築等」という。）に係る部分にある不特定かつ多数の者が利用し、若しくは主と

して高齢者、障害者等が利用する居室（以下「利用居室」という。）又は前条第一号ワに掲

げる用途に供する特定施設の客室若しくは同条第二号に掲げる特定施設の住戸（以下「利用

居室等」という。）までの一以上の経路 

二 増築等に係る部分にある利用居室等（当該部分に利用居室等がないときは、道等。次号に

おいて同じ。）から増築等に係る部分にある車椅子使用者等が利用できる構造の便房（第二

十一条第一項の表(い)欄に掲げる特定施設の同表(ろ)欄に掲げる便所に設けるものに限る。

以下「車椅子使用者用便房」という。）までの一以上の経路 

三 増築等に係る部分にある駐車場（第二十三条第一項に規定するものに限る。）の車椅子使

用者が乗車する自動車を駐車できる部分（以下「車椅子使用者用駐車施設」という。）から

増築等に係る部分にある利用居室等までの一以上の経路 

四 第二十四条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項第四号に規定する前条第
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一号及び第三号から第七号までに掲げる特定施設で、当該特定施設（当該特定施設が建築物

の一部である場合にあっては、当該特定施設を含む建築物）の増築等に係る部分の床面積（共

同住宅の用に供する部分の床面積を除く。）（同条第三号及び第六号に掲げる特定施設にあ

っては、当該特定施設の増築等に係る部分の不特定かつ多数の者の利用する部分の床面積）

の合計が千平方メートルを超えるもの又は同条第七号に掲げる特定施設で、当該特定施設の

みの増築等に係る部分の床面積の合計が五十平方メートル以上のものの道等から増築等に係

る部分以外にある案内設備までの経路 

一部改正〔平成一九年規則四九号・二五年三二号〕 

 

（条例第十一条第一項ただし書の規則で定める場合） 

第五条 条例第十一条第一項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 高低差の著しい敷地又は区域に特定施設の新築等をしようとする場合で、傾斜路の勾（こ

う）配について物理的に整備基準を遵守することができないと認められるとき。 

二 用途の変更をして特定施設にしようとする場合で、廊下等、階段又はエレベーターについ

て構造上整備基準を遵守することができないと認められるとき。 

三 文化財としての価値が高い特定施設の新築等をしようとする場合で、整備基準を遵守する

と当該価値が著しく損なわれることになると認められるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる理由により整備基準を遵守することが

できないと認められるとき。 

 

（条例第十一条の二の規則で定める特定施設） 

第六条 条例第十一条の二の規則で定める特定施設は、次に掲げるものとする。 

一 第三条第一号から第八号まで及び第十一号から第十六号までに掲げる特定施設のうち県が

新築するもので、当該特定施設の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの 

二 第三条第十号に掲げる特定施設のうち県が新設するもので、当該特定施設の区域の面積が

五千平方メートルを超えるもの 

 

（整備計画の届出） 

第七条 条例第十二条の規定による整備計画の届出をしようとする者は、特定施設整備計画届出

書（様式第一）に、次の表(い)欄に掲げる特定施設の区分に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げ

る図書を添えて知事に提出しなければならない。  

   (い) (ろ)  

     一 適合状況項目表（様式第二（その一））  

     二 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物を明示し

たもの） 

 

 

(一) 

第三条第一号から第八号

まで及び第十二号から第

十六号までに掲げる特定

施設（条例第十一条第一項

第二号に掲げる特定施設

（以下「小規模特定施設」

という。）を除く。） 

三 配置図（縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷

地内における建築物等の位置及び用途、利用円滑化経路の

位置、敷地内の通路及び直接地上へ通ずる出入口の位置及

び有効幅員、駐車場の区域及び駐車台数並びに車椅子使用

者用駐車施設の位置及び有効幅員を明示したもの） 

 

   四 建築物にあっては、各階平面図（縮尺、方位、間取り、

各室の用途、利用円滑化経路の位置、廊下等及び出入口の

位置及び有効幅員、階段及びエレベーターの位置並びに床

の高低を明示したもの） 
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     五 その他整備基準に係る整備計画を明示した図書  

     一 適合状況項目表（様式第二（その二））  

 

(二) 
第三条第九号に掲げる特

定施設 

二 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物を明示し

たもの） 

 

 三 平面図（縮尺、方位、道路の境界線、幅員及び路面の

高低を明示したもの） 

 

     四 その他整備基準に係る整備計画を明示した図書  

     一 適合状況項目表（様式第二（その三））  

     二 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物を明示し

たもの） 

 

 (三) 第三条第十号に掲げる特

定施設 

三 平面図（縮尺、方位、区域の境界線、土地の高低、敷

地内における建築物等の位置及び用途、園路及び出入口の

位置及び有効幅員、駐車場の区域及び駐車台数並びに車椅

子使用者用駐車施設の位置及び有効幅員を明示したもの）

 

     四 その他整備基準に係る整備計画を明示した図書  

     一 適合状況項目表（様式第二（その四））  

     二 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物を明示し

たもの） 

 

 

(四) 小規模特定施設 

三 配置図（縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷

地内における建築物等の位置及び用途並びに敷地内の通

路及び直接地上へ通ずる出入口の位置及び有効幅員を明

示したもの） 

 

     四 各階平面図（縮尺、方位、間取り、各室の用途、廊下

等及び出入口の位置及び有効幅員並びに床の高低を明示

したもの） 

 

     五 その他整備基準に係る整備計画を明示した図書  

     一 適合状況項目表（様式第二（その五））  

     二 付近見取図（方位、道路及び目標となる地物を明示し

たもの） 

 

 

(五) 
第三条第十一号に掲げる

特定施設 

三 配置図（縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷

地内における建築物等の位置及び用途並びに公共交通移

動等円滑化基準第四条第四項に規定する移動等円滑化さ

れた経路と公共用通路の出入口の位置及び有効幅員を明

示したもの） 

 

     四 各階平面図（縮尺、方位、間取り、各室の用途、公共

交通移動等円滑化基準第四条第一項に規定する移動等円

滑化された経路の位置、通路及び出入口の位置及び有効幅

員、階段及びエレベーターの位置並びに床の高低を明示し

たもの） 

 

     五 その他整備基準に係る整備計画を明示した図書  

一部改正〔平成一九年規則一九号・二五年三二号〕 

 

（軽微な変更） 
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第八条 条例第十四条第一項の規則で定める軽微な変更は、工事の着手又は完了の予定年月日の

変更とする。 

 

（整備計画の変更の届出） 

第九条 条例第十四条第一項の規定による整備計画の変更の届出をしようとする者は、特定施設

整備計画変更届出書（様式第三）に、第七条の表(い)欄に掲げる特定施設の区分に応じ、それ

ぞれ同表(ろ)欄に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。 

 

（身分証明書） 

第十条 条例第十六条第二項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第四のとおりと

する。 

 

（適合証の交付の請求等） 

第十一条 条例第十八条第一項の規定による適合証の交付の請求をしようとする者は、適合証交

付請求書（様式第五）に、適合状況項目表（様式第二）を添えて知事に提出しなければならな

い。 

２ 条例第十八条第一項に規定する適合証の様式は、様式第六のとおりとする。 

 

（実施状況の報告） 

第十二条 条例第十九条第一項の規定により整備基準に適合させるための措置の実施状況の報告

を求められた事業者は、実施状況報告書（様式第七）に、適合状況項目表（様式第二）を添え

て知事に提出しなければならない。 

 

（適用の特例を受ける者） 

第十三条 条例第二十条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

一 地方公共団体の組合 

二 建築基準法第十八条の規定の適用について、法令の規定により国、県又は市町村とみなさ

れる法人 

三 土地開発公社 

四 土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者 

 

（利用円滑化経路の設置） 

第十四条 条例別表第一第一号の規定による利用円滑化経路の設置は、次に掲げるところによっ

て行わなければならない。 

一 次に掲げる場合には、それぞれに定める経路のうち一以上を利用円滑化経路とすること。 

イ 建築物に利用居室等を設ける場合 道等から当該利用居室等までの経路 

ロ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 利用居室等（当該建築物に利

用居室等がないときは、道等。ハにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経

路 

ハ 建築物又はその敷地に不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する駐車場を設ける場合 当該駐車場（二以上の駐車場を設ける場合にあっては、そ

のうち一以上の駐車場とし、車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅

子使用者用駐車施設とする。）から利用居室等までの経路 

二 第十九条第一項各号（同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に掲
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げる特定施設の利用円滑化経路上には、階段を設けないこと。 

２ 前項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により高齢者、障害者等が

円滑に利用できる構造とすることが困難である場合における同号の規定の適用については、同

号イ及びロ中「道等」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。 

一部改正〔平成二五年規則三二号〕 

 

（通路等） 

第十五条 条例別表第一第二号の規則で定める通路等は、次の表(い)欄に掲げるものとし、同号

の規則で定める構造は、それぞれ同表(ろ)欄に定めるとおりとする。 

    (い) (ろ)  

     一 有効幅員は、歩道にあっては二メートル以上、自転車

歩行者道にあっては三メートル以上とすること。 

 

     二 段を設けないこと。  

  (一)   三 表面は、滑りにくく、平たんにすること。  

     四 歩道等を横断する排水溝のふたは、つえ、車いすのキ

ャスター等が落ち込まないものとすること。 

 

 

 
歩道及び自転車歩行者道

（以下「歩道等」という。）

五 舗装は、水はけの良いものとすること。  

 六 歩道等の切下げ部等ですりつけが発生する場合の縦

断勾（こう）配は、五パーセント以下とすること。ただし、

地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合

には、八パーセント以下とすることができる。 

 

     七 横断勾（こう）配は、二パーセント以下とすること（車

両乗入れ部を除く。）。 

 

     八 歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する

部分は、車いす使用者の通行に支障のない構造とするこ

と。 

 

     九 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車いす使用者が

円滑に転回できる平たんな部分を設けること。 

 

     一 表面は、滑りにくく、平たんにすること。  

     二 敷地内の通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車い

すのキャスター等が落ち込まないものとすること。 

 

     三 段を設ける場合には、第十八条に定める構造に準じた

ものとすること。 

 

 

(二) 

不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する敷

地内の通路（(三)項に掲げ

るものを除く。） 

四 傾斜路を設ける場合には、第二号に定めるもののほ

か、次に定める構造とすること。 

 

 イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

 

   ロ 勾（こう）配が十二分の一を超え、又は高さが十六セ

ンチメートルを超え、かつ、勾（こう）配が二十分の一を

超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

 

     ハ 傾斜路とその前後の敷地内の通路との色の明度の差

が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるもの

とすること。 
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     ニ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。ただし、側面が

壁面である場合は、この限りでない。 

 

     一 (二)項(ろ)欄に定める構造とするほか、次号から第五

号までに定める構造とすること。 

 

     二 有効幅員は、一・四メートル以上とすること。  

     三 段を設けないこと。ただし、次号に定める構造の傾斜

路又は次条に定める構造の昇降機を併設する場合は、この

限りでない。 

 

 

(三) 

利用円滑化経路を構成す

る敷地内の通路及び不特

定かつ多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害

者等が利用する便所と利

用円滑化経路との間の敷

地内の通路 

四 傾斜路を設ける場合には、次に定める構造とするこ

と。 

 

 イ 有効幅員は、段に代わるものにあっては一・四メート

ル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル

以上とすること。 

 

 ロ 勾（こう）配は、十五分の一以下とすること。ただし、

高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の

一以下とすること。 

 

     ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾（こう）

配が二十分の一を超えるものに限る。）にあっては、高さ

七十五センチメートル以内ごとに踏幅が一・五メートル以

上の踊場を設けること。 

 

     ニ 始点及び終点には、それぞれ長さ一・五メートル以上

の高低差のない部分を設けること。 

 

     五 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、

かつ、その前後に高低差がないこと。 

 

     一 表面は、滑りにくく、平たんにすること。  

     二 廊下等を横断する排水溝のふたは、つえ、車いすのキ

ャスター等が落ち込まないものとすること。 

 

     三 段を設ける場合には、第十八条に定める構造に準じた

ものとすること。 

 

   不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する廊

下等（(五)項に掲げるもの

及び利用居室等内の通路

を除く。） 

四 傾斜路を設ける場合には、第二号に定めるもののほ

か、次に定める構造とすること。 

 

 (四) イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

 

   ロ 勾（こう）配が十二分の一を超え、又は高さが十六セ

ンチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設け

ること。 

 

     ハ 傾斜路とその前後の廊下等との色の明度の差が大き

いこと等によりその存在を容易に識別できるものとする

こと。 

 

     ニ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。ただし、側面が

壁面である場合は、この限りでない。 

 

     一 (四)項(ろ)欄に定める構造とするほか、次号から第五 
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号までに定める構造とすること。 

     二 有効幅員は、一・四メートル以上とすること。ただし、

端から十メートル以内及び区間五十メートル以内ごとに、

幅及び奥行きがそれぞれ一・四メートル以上の部分その他

の車いすの転回に支障がない部分を設ける場合は、この限

りでない。 

 

   利用円滑化経路を構成す

る廊下等、利用居室内の主

要な通路（第二十二条第四

号に規定する通路を除

く。）、不特定かつ多数の

者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用す

る便所と利用円滑化経路

との間の廊下等及び第三

条第八号に掲げる特定施

設に設ける不特定かつ多

数の者が利用する通路 

三 段を設けないこと。ただし、次号に定める構造の傾斜

路又は次条に定める構造の昇降機を併設する場合は、この

限りでない。 

 

   四 傾斜路を設ける場合には、次に定める構造とするこ

と。 

 

 (五) イ 有効幅員は、段に代わるものにあっては一・四メート

ル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル

以上とすること。 

 

   ロ 勾（こう）配は、十二分の一以下とすること。ただし、

高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の

一以下とすること。 

 

   ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあって

は、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が一・五メ

ートル以上の踊場を設けること。 

 

     ニ 始点及び終点には、それぞれ長さ一・五メートル以上

の高低差のない部分を設けること。 

 

     五 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、

かつ、その前後に高低差がないこと。 

 

     一 有効幅員は、一・四メートル以上とすること。  

     二 段を設けないこと。ただし、第六号に定める構造の傾

斜路又は次条に定める構造の昇降機を併設する場合は、こ

の限りでない。 

 

     三 前号ただし書の場合において、段を設けるときは、第

十八条に定める構造に準じたものとすること。 

 

     四 表面は、滑りにくく、平たんにすること。  

     五 園路を横断する排水溝のふたは、つえ、車いすのキャ

スター等が落ち込まないものとすること。 

 

     六 傾斜路を設ける場合には、前号に定めるもののほか、

次に定める構造とすること。 

 

     イ 有効幅員は、段に代わるものにあっては一・四メート

ル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル

以上とすること。 

 

     ロ 勾（こう）配は、十五分の一以下とすること。ただし、

高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の

一以下とすること。 

 

 (六) 第三条第十号に掲げる特

定施設に設ける主要な園

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾（こう）

配が二十分の一を超えるものに限る。）にあっては、高さ
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路 七十五センチメートル以内ごとに踏幅が一・五メートル以

上の踊場を設けること。 

     ニ 始点及び終点には、それぞれ長さ一・五メートル以上

の高低差のない部分を設けること。 

 

     ホ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

 

     ヘ 勾（こう）配が十二分の一を超え、又は高さが十六セ

ンチメートルを超え、かつ、勾（こう）配が二十分の一を

超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

 

     ト 傾斜路とその前後の園路との色の明度の差が大きい

こと等によりその存在を容易に識別できるものとするこ

と。 

 

     チ 両側は、転落を防ぐ構造とすること。ただし、側面が

壁面である場合は、この限りでない。 

 

     七 縦断勾（こう）配は、四パーセント以下とすること。

ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得な

い場合には、八パーセント以下とすることができる。 

 

     八 横断勾（こう）配は、一パーセント以下とすること。

ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得な

い場合には、二パーセント以下とすることができる。 

 

 

（段に併設する昇降機の構造） 

第十六条 前条の表(三)項(ろ)欄第三号ただし書、(五)項(ろ)欄第三号ただし書及び(六)項(ろ)

欄第二号ただし書に規定する昇降機の構造は、第十九条第二項各号に定める構造又は次に定め

る構造とする。 

一 エレベーターにあっては、次に定める構造とすること。 

イ 平成十二年建設省告示第千四百十三号第一第九号に規定する構造とすること。 

ロ 籠の幅は七十センチメートル以上とし、かつ、奥行きは一・二メートル以上とすること。 

ハ 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが

十分に確保されていること。 

二 エスカレーターにあっては、平成十二年建設省告示第千四百十七号第一ただし書に規定す

る構造とすること。 

一部改正〔平成一九年規則四九号・二五年三二号〕 

 

（出入口） 

第十七条 条例別表第一第三号の規則で定める出入口は、次の表(い)欄に掲げるものとし、同号

の規則で定める構造は、それぞれ同表(ろ)欄に定めるとおりとする。 

  

   (い) (ろ)  

   利用円滑化経路を構成す

る出入口（第三条第二号に

掲げる特定施設の住戸の

出入口を除く。）及び同条

一 有効幅員は、建築物の直接地上へ通ずる出入口のうち

一以上のものは九十センチメートル以上、その他の出入口

は八十センチメートル以上とすること。 

 

 (一) 二 段を設けないこと。  
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   第八号に掲げる特定施設

の不特定かつ多数の者が

利用する出入口 

三 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、

かつ、その前後に高低差がないこと。 

 

     一 有効幅員は、一以上の出入口を一・二メートル以上と

し、その出入口に車止めのさくを設ける場合には、さくと

さくの間隔は、九十センチメートル以上とすること。 

 

 
(二) 

第三条第十号に掲げる特

定施設の出入口 

二 段を設けないこと。  

 三 表面は、滑りにくく、平たんにすること。  

     四 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の

高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、

かつ、その前後に高低差がないこと。 

 

 

（階段） 

第十八条 条例別表第一第四号の規則で定める階段は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する階段とし、同号の規則で定める構造は、次のとおりとする。 

一 回り階段としないこと。 

二 手すりを設けること。 

三 段鼻は、滑りにくくすること。 

四 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

五 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別でき

るものとすること。 

六 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 

 

（利用円滑化経路を構成するエレベーター） 

第十九条 条例別表第一第五号の規則で定める特定施設は、次に掲げるものとする。 

一 第三条第一号に掲げる特定施設（同号イに掲げる用途に供するものを除く。）並びに同条

第三号から第七号まで、第十二号及び第十三号に掲げる特定施設で、当該特定施設（当該特

定施設が建築物の一部である場合にあっては、当該特定施設を含む建築物）の直接地上へ通

ずる出入口のある階（以下「地上階」という。）以外の階における不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分（同条第一号イに掲げる用途及び共同

住宅の用に供する部分を除き、同号ワに掲げる用途に供する特定施設にあっては、その客室

部分を含むものとする。）の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの 

二 第三条第一号イに掲げる用途に供する特定施設で、当該特定施設の階数が三以上で、かつ、

床面積の合計が二千平方メートル以上のもの 

三 第三条第二号に掲げる特定施設で、当該特定施設の階数が三以上で、かつ、戸数が五十戸

を超えるもの 

２ 条例別表第一第五号の規則で定める構造は、第十六条第一号に定める構造のエレベーターを

段に併設する場合を除き、次のとおりとする。 

一 籠の奥行きの内のり寸法は、一・三五メートル以上とすること。 

二 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 

三 籠は、利用居室等、車椅子使用者用便房及び車椅子使用者用駐車施設がある階並びに地上

階に停止すること。 

四 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、一・五メートル以上とする

こと。 
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五 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者の利用に配慮した操作ボタン等を設けること。 

六 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

七 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

八 不特定かつ多数の者が利用するエレベーターにあっては、前各号に定めるもののほか、次

に定める構造とすること。 

イ 籠の幅は、一・四メートル以上とすること。 

ロ 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレ

ベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものについては、この限りで

ない。 

九 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーターにあって

は、前各号に定めるもののほか、次に定める構造とすること。ただし、エレベーターが主と

して自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合は、この限りでない。 

イ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる

装置を設けること。 

ロ 籠内及び乗降ロビーに設ける操作ボタン等（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその

他の位置に操作ボタン等を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限

る。）は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とするこ

と。 

ハ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

３ 増築等の場合（増築等により第一項各号に掲げる特定施設となる場合であって、増築等に係

る部分に利用円滑化経路を構成するエレベーターを設けるときを除く。）における第一項の規

定の適用については、同項中「床面積」とあるのは「増築等に係る部分の床面積」と、「階数」

とあるのは「増築等に係る部分の階数」と、「戸数」とあるのは「増築等に係る部分の戸数」

とする。 

一部改正〔平成一九年規則四九号・二五年三二号〕 

 

（便所） 

第二十条 条例別表第一第六号の規則で定める便所は、次の表(い)欄に掲げるものとし、同号の

規則で定める構造は、それぞれ同表(ろ)欄に定めるとおりとする。  

   (い) (ろ)  

     一 段を設けないこと。ただし、次に定める構造の傾斜路

を設ける場合は、この限りでない。 

 

   
第三条第一号から第十号

まで、第十二号及び第十三

号に掲げる特定施設に設

ける不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する

便所（(二)項及び(三)項に

掲げるものを除く。） 

イ 勾（こう）配は、十二分の一以下とすること。ただし、

高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の

一以下とすること。 

 

 

(一) 

ロ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ

と。 

 

 二 床の表面は、滑りにくくすること。  

   三 次に定める構造の便房を一以上（男子用及び女子用の

区別があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

 

   イ 便器は、洋式とすること。  

     ロ 手すりを設けること。  

     四 出入口に近い小便器は、周囲に手すりを設け、床置式 
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その他これに類する構造とすること。 

 

(二) 

第三条第一号ロに掲げる

用途に供する特定施設、同

号ニに掲げる用途（病院及

び診療所の用途に限る。）

に供する特定施設及び同

号ヘからヌまでに掲げる

用途に供する特定施設並

びに同条第四号及び第七

号に掲げる特定施設で、当

該特定施設の床面積の合

計が千平方メートルを超

えるもの又は同号に掲げ

る特定施設で、当該特定施

設のみの床面積の合計が

五十平方メートル以上の

ものに設ける一以上（男子

用及び女子用の区別があ

るときは、それぞれ一以

上）の不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する

便所 

一 (一)項(ろ)欄に定めるもののほか、次号に定める構造

とすること。 

 

 二 乳幼児用いす等乳幼児を座らせることができる設備

を設けた便房及び乳幼児用ベッド等乳幼児のおむつ替え

ができる設備を設けること。ただし、乳幼児のおむつ替え

ができる設備にあっては、おむつ替えができる場所を別に

設ける場合は、この限りでない。 

 

 

(三) 

第三条第一号イに掲げる

用途（特別支援学校の用途

に限る。）に供する特定施

設、同号ロに掲げる用途に

供する特定施設、同号ハに

掲げる用途（体育館（一般

公共の用に供されるもの

に限る。）、ボウリング場、

水泳場（一般公共の用に供

されるものに限る。）及び

遊技場の用途に限る。）に

供する特定施設、同号ニに

掲げる用途（病院及び診療

所の用途に限る。）に供す

る特定施設、同号ホに掲げ

る用途（老人ホーム、福祉

ホームその他これらに類

するもの（主として高齢

者、障害者等が利用するも

のに限る。）及び老人福祉

一 (一)項(ろ)欄に定めるもののほか、次号に定める構造

とすること。 

 

 二 人工肛（こう）門又は人工ぼうこうを使用している者

がパウチを洗浄することができる水栓器具、汚物流し、ト

イレットペーパーホルダー、手荷物置き台及び鏡を設けた

便房を設けること。 
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センター、児童厚生施設、

身体障害者福祉センター

その他これらに類するも

のの用途に限る。）に供す

る特定施設及び同号ヘか

らワまでに掲げる用途に

供する特定施設並びに同

条第四号、第五号、第七号、

第十二号及び第十三号に

掲げる特定施設で、当該特

定施設の床面積の合計が

二千平方メートル以上の

もの又は同条第七号に掲

げる特定施設で、当該特定

施設のみの床面積の合計

が五十平方メートル以上

のものに設ける一以上（男

子用及び女子用の区別が

あるときは、それぞれ一以

上）の不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する

便所 

一部改正〔平成一九年規則四九号・二五年三二号〕 

 

（車椅子使用者等が利用できる便所） 

第二十一条 条例別表第一第七号の規則で定める特定施設は、次の表(い)欄に掲げるものとし、

同号の規則で定める便所は、それぞれ同表(ろ)欄に掲げるものとする。 

    (い) (ろ)  

 

(一) 

第三条第一号、第四号、第

五号及び第七号に掲げる

特定施設で、当該特定施設

（当該特定施設が建築物

の一部である場合にあっ

ては、当該特定施設を含む

建築物）の床面積（共同住

宅の用に供する部分の床

面積を除く。）の合計が千

平方メートルを超えるも

の又は同号に掲げる特定

施設で、当該特定施設のみ

の床面積の合計が五十平

方メートル以上のもの 

地上階又は利用円滑化経路を構成するエレベーター（第十

九条第二項各号に定める構造のものに限る。）が停止する

階の便所のうちの一以上（男子用及び女子用の区別がある

ときは、それぞれ一以上）の不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 
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(二) 

第三条第三号及び第六号

に掲げる特定施設で、当該

特定施設の不特定かつ多

数の者の利用する部分の

床面積の合計が千平方メ

ートルを超えるもの 

地上階又は利用円滑化経路を構成するエレベーター（第十

九条第二項各号に定める構造のものに限る。）が停止する

階の便所のうちの一以上（男子用及び女子用の区別がある

ときは、それぞれ一以上）の不特定かつ多数の者が利用す

る便所 

 

 

(三) 

第三条第十号に掲げる特

定施設で、当該特定施設の

区域の面積が五千平方メ

ートルを超えるもの 

一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

一以上）の不特定かつ多数の者が利用する便所 

 

２ 条例別表第一第七号の規則で定める構造は、次のとおりとする。 

一 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 

二 出入口の戸は、次に定める構造とすること（第三条第十号に掲げる特定施設を除く。）。 

イ 施錠の操作がしやすく、緊急の場合は、外部からも解錠することができるものとするこ

と。 

ロ 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、

かつ、その前後に高低差がないこと。 

三 レバー式又は光感知式等の水栓器具を備えた洗面台を設けること。ただし、当該便房のあ

る便所内にレバー式又は光感知式等の水栓器具を備えた洗面台を設ける場合は、この限りで

ない。 

四 前条の表(一)項(ろ)欄第三号に定める構造とすること。 

五 車椅子使用者等が円滑に利用できるよう十分な空間を確保すること。 

一部改正〔平成一九年規則四九号・二五年三二号〕 

 

（車いす使用者が利用できる客席の部分及び通路の設置） 

第二十二条 条例別表第一第八号の規定による車いす使用者が利用できる客席の部分及び通路の

設置は、次に掲げるところによって行わなければならない。 

一 車いす使用者が利用できる客席の部分の数は、客席のいすの総数に二百分の一を乗じて得

た数（当該乗じて得た数が十を超える場合にあっては、十）以上とすること。 

二 車いす使用者が利用できる客席の部分は、客席の出入口（利用円滑化経路を構成するもの

に限る。第四号において同じ。）から容易に到達でき、かつ、観覧しやすい位置に設けるこ

と。 

三 車いす使用者が利用できる客席の部分及びその接する部分の床は、水平とし、その表面は、

滑りにくく、平たんにすること。 

四 車いす使用者が利用できる通路は、客席の出入口から車いす使用者が利用できる客席の部

分へ通ずるものとし、次に定める構造とすること。 

イ 有効幅員は、九十センチメートル以上とすること。 

ロ 段を設けないこと。ただし、次に定める構造の傾斜路を設ける場合は、この限りでない。 

(１) 勾（こう）配は、十二分の一以下とすること。ただし、高さが十六センチメートル

以下のものにあっては、八分の一以下とすること。 

(２) 始点及び終点には、それぞれ長さ一・五メートル以上の高低差のない部分を設ける

こと。 

ハ 表面は、滑りにくく、平たんにすること。 
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（車椅子使用者用駐車施設及び車椅子使用者が通行できる通路の設置） 

第二十三条 条例別表第一第九号の規則で定める駐車場は、第三条第十二号及び第十三号に掲げ

る駐車場並びに同条第一号から第十号までに掲げる特定施設に附属する駐車場で、不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分の駐車台数（駐車場法施行

令第十五条の規定による国土交通大臣の認定を受けた特殊の装置を用いるものの駐車台数を除

く。以下この条において同じ。）が二十五台を超えるもの（当該特定施設に二以上の附属する

駐車場がある場合にあっては、それらの不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する部分の駐車台数の合計が二十五台を超えるときにおけるそれらの駐車場）

とする。 

２ 条例別表第一第九号の規定による車椅子使用者用駐車施設及び車椅子使用者が通行できる通

路の設置は、次に掲げるところによって行わなければならない。 

一 車椅子使用者用駐車施設の数は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する部分の駐車台数（当該特定施設に二以上の附属する駐車場がある場合にあ

っては、それらの不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

部分の駐車台数を合計した数）に五十分の一を乗じて得た数（当該乗じて得た数が三を超え

る場合にあっては、三）以上とすること。 

二 車椅子使用者用駐車施設は、第十四条第一項第一号ハに定める経路で同号の規定により利

用円滑化経路とするもの又は当該車椅子使用者用駐車施設から駐車場の主要な出入口若しく

は第三条第十号に掲げる特定施設の主要な出入口までの経路の長さができるだけ短くなる位

置に設け、かつ、当該駐車場が建築物である場合にあっては、地上階又は利用円滑化経路を

構成するエレベーター（第十九条第二項各号に定める構造のものに限る。）が停止する階に

設けること。 

三 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とすること。 

イ 有効幅員は、三・五メートル以上とすること。 

ロ 地面又は床は、水平とし、その表面は、滑りにくく、平たんにすること。 

四 第二号に規定する車椅子使用者用駐車施設から駐車場の主要な出入口又は第三条第十号に

掲げる特定施設の主要な出入口までの経路を構成する通路は、屋外にあるものにあっては第

十五条の表(三)項(ろ)欄に定める構造とし、屋内にあるものにあっては同表(五)項(ろ)欄に

定める構造とすること。 

一部改正〔平成二五年規則三二号〕 

 

（案内表示） 

第二十四条 条例別表第一第十号の規定による案内表示は、次に掲げるところによって行わなけ

ればならない。 

一 第三条第一号及び第三号から第七号までに掲げる特定施設で、当該特定施設の床面積（同

条第三号及び第六号に掲げる特定施設にあっては、当該特定施設の不特定かつ多数の者の利

用する部分の床面積）の合計が千平方メートルを超えるもの又は同条第七号に掲げる特定施

設で、当該特定施設のみの床面積の合計が五十平方メートル以上のものにあっては、次の部

分に、点状ブロック等（視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷

設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、

周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。以下同

じ。）を敷設すること。 

イ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等の段がある部

分及び傾斜がある部分の上端に近接する部分。ただし、その部分が次のいずれかに該当す
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るものである場合は、この限りでない。 

(１) 勾配が二十分の一以下の傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(２) 高さが十六センチメートル以下で、かつ、勾配が十二分の一以下の傾斜がある部分

の上端に近接するもの 

(３) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 

ロ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する第十五条の表(四)項

(ろ)欄第四号又は(五)項(ろ)欄第四号に規定する傾斜路を設ける場合には、傾斜がある部

分の上端に近接する踊場の部分。ただし、その部分がイ(１)から(３)までのいずれかに該

当するものである場合又はその部分に傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合は、

この限りでない。 

ハ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する階段の段がある部分

の上端に近接する踊場の部分。ただし、その部分がイ(３)に該当するものである場合又は

その部分に段がある部分と連続して手すりを設ける場合は、この限りでない。 

二 第三条第九号に掲げる特定施設にあっては、次の部分に、線状ブロック等（視覚障害者の

誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起

が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別で

きるものをいう。以下同じ。）及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設すること。 

イ 次の道路の歩道等の横断歩道に接する部分及び歩道巻き込み部 

(１) 市街地を形成している地域及び市街地を形成する見込みの高い地域の道路 

(２) 官公庁施設、社会福祉施設その他の施設で視覚障害者の利用が多いものの周辺の道 

  路 

ロ 歩道等及び交通島の立体横断施設の昇降口並びに乗合自動車停留所及び路面電車停留場

の乗降口の部分 

ハ 中央分離帯の人が滞留する部分 

三 第三条第十号に掲げる特定施設にあっては、その出入口が直接車道に接する場合には、点

状ブロック等の敷設、舗装材を変化させること等により車道との境界を認識できるようにす

ること。 

四 第三条第一号及び第三号から第七号までに掲げる特定施設で、当該特定施設（当該特定施

設が建築物の一部である場合にあっては、当該特定施設を含む建築物）の床面積（共同住宅

の用に供する部分の床面積を除く。）（同条第三号及び第六号に掲げる特定施設にあっては、

当該特定施設の不特定かつ多数の者の利用する部分の床面積）の合計が千平方メートルを超

えるもの又は同条第七号に掲げる特定施設で、当該特定施設のみの床面積の合計が五十平方

メートル以上のものに案内設備を設ける場合には、道等から当該特定施設の案内設備までの

経路（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）の

うち一以上を視覚障害者が円滑に利用できる経路（以下「視覚障害者利用円滑化経路」とい

う。）とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

イ 道等から当該特定施設の案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設

に設けるものである場合 

ロ 当該特定施設内にある当該特定施設を管理する者等が常時勤務する案内設備から直接地

上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が次号に定め

る基準に適合するものである場合 

五 視覚障害者利用円滑化経路は、次に掲げるものとすること。 

イ 当該視覚障害者利用円滑化経路に、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合

わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。た 
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だし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。 

ロ 当該視覚障害者利用円滑化経路を構成する敷地内の通路の次の部分には、点状ブロック

等を敷設すること。 

(１) 車路に近接する部分 

(２) 段がある部分及び傾斜がある部分の上端に近接する部分。ただし、その部分が第一

号イ(１)若しくは(２)に該当するもの又は段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続

して手すりを設ける踊場等である場合は、この限りでない。 

六 前各号に掲げるもののほか、案内表示は、次に定めるところにより行うこと。 

イ 第二十条の表(一)項(ろ)欄第三号に規定する便房を設ける場合には、当該便房の戸又は

その付近に、洋式便器及び手すりが設けられている旨を表示した標識を掲示すること。 

ロ 第二十条の表(二)項(ろ)欄第二号又は(三)項(ろ)欄第二号に規定する設備を設ける場合

には、当該設備が設けられている便房の戸又はその付近及び当該設備が設けられている便

所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。 

ハ 車椅子使用者用便房を設ける場合には、当該便房の戸又はその付近及び当該便房が設け

られている便所の出入口又はその付近に、その旨及び高齢者、障害者等の誰もが利用でき

る旨を表示した標識を掲示すること。 

ニ 車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該施設又はその付近に、車椅子使用者用

駐車施設の表示をすること。 

ホ 第三条第一号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる特定施設に施設

の利用に関する情報を提供する案内設備を設ける場合には、案内表示の位置、表記方法、

文字の大きさ等を高齢者、障害者等に配慮したものとすること。 

２ 増築等の場合における前項第四号の規定の適用については、同号中「に案内設備を設ける場

合」とあるのは、「の増築等に係る部分に案内設備を設ける場合並びに同条第一号及び第三号

から第七号までに掲げる特定施設で、当該特定施設（当該特定施設が建築物の一部である場合

にあっては、当該特定施設を含む建築物）の増築等に係る部分の床面積（共同住宅の用に供す

る部分の床面積を除く。）（同条第三号及び第六号に掲げる特定施設にあっては、当該特定施

設の増築等に係る部分の不特定かつ多数の者の利用する部分の床面積）の合計が千平方メート

ルを超えるもの又は同条第七号に掲げる特定施設で、当該特定施設のみの増築等に係る部分の

床面積の合計が五十平方メートル以上のものの増築等に係る部分以外に案内設備がある場合」

とする。 

一部改正〔平成一九年規則四九号・二五年三二号〕 

 

（条例別表第一第十一号の規則で定める基準） 

第二十五条 条例別表第一第十一号の規則で定める基準は、次条から第三十一条までに定めると

ころによる。 

 

（駐車場） 

第二十六条 第十四条第一項第一号ハに定める経路で同号の規定により利用円滑化経路とするも

のに係る駐車場が建築物である場合には、当該駐車場は、地上階又は利用円滑化経路を構成す

るエレベーター（第十九条第二項各号に定める構造のものに限る。）が停止する階に設けなけ

ればならない。 

 

（車いす使用者用浴室等） 

第二十七条 第三条第一号ハ、ヲ及びワに掲げる用途に供する特定施設に不特定かつ多数の者が
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利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室（以下「浴室等」とい

う。）を設ける場合には、そのうち一以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ

一以上）は、次に定める構造としなければならない。 

一 車いす使用者が円滑に利用できるよう浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置し、かつ、

十分な空間を確保すること。 

二 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 出入口から浴槽又はシャワー設備までの床面には、段を設けないこと。 

四 出入口は、次に定める構造とすること。 

イ 有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉し

て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

 

（車椅子使用者用客室） 

第二十八条 第三条第一号ワに掲げる用途に供する特定施設で、当該特定施設の床面積の合計が

二千平方メートル以上で、かつ、客室の総数が五十以上のものには、車いす使用者が円滑に利

用できる客室を一以上設けなければならない。 

２ 車椅子使用者が円滑に利用できる客室は、次に定める構造としなければならない。 

一 出入口は、次に定める構造とすること。 

イ 有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉し

て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

二 便所は、次に定める構造とすること。ただし、当該客室が設けられている階に車椅子使用

者用便房が設けられた便所がある場合は、この限りでない。 

イ 第二十一条第二項に定める構造の便房を設けること。 

ロ 便所の出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 

ハ 便房及び便所の出入口に戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の高齢者、

障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

三 浴室等は、前条に定める構造とすること。ただし、当該客室が設けられている建築物に同

条に規定する浴室等（同条に定める構造のものに限る。）が設けられている場合は、この限

りでない。 

一部改正〔平成一九年規則四九号・二五年三二号〕 

 

（カウンター等） 

第二十九条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するカウンタ

ー、記載台及び公衆電話台（以下「カウンター等」という。）を設置する場合には、高齢者、

障害者等の利用に配慮したカウンター等を一以上設けなければならない。 

 

（ベンチ等） 

第三十条 第三条第十号に掲げる特定施設にベンチ、水飲場等を設置する場合には、高齢者、障

害者等の利用に配慮した構造としなければならない。 

 

（特定施設の新築等をしようとする者の努力義務） 

第三十一条 第三条第一号から第八号までに掲げる特定施設の新築等をしようとする者は、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準を遵守するよう努めなければならな
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い。 

一 第三条第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる特定施設（第二十一条第一項の表(一)

項(い)欄に掲げる特定施設に該当するものを除く。）又は第三条第三号及び第六号に掲げる

特定施設（同表(二)項(い)欄に掲げる特定施設に該当するものを除く。）に、不特定かつ多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合 第二十条の

表(一)項(ろ)欄第三号に定める構造の便房のうち一以上（男子用及び女子用の区別があると

きは、それぞれ一以上）を次に定める構造とすること。 

イ 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 車いす使用者が利用できるよう空間を確保すること。 

二 第三条第一号及び第三号から第七号までに掲げる特定施設（第二十四条第一項第四号に規

定する特定施設に該当するものを除く。）に案内設備を設ける場合 同項第四号及び第五号

に掲げる措置を講ずること。ただし、同項第四号イ又はロのいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 

三 第三条第一号ニに掲げる用途（病院及び診療所の用途に限る。）に供する特定施設並びに

同条第四号及び第五号に掲げる特定施設に案内設備を設ける場合 文字情報表示設備を設け

ること。 

四 誘導灯を設ける場合 点滅型誘導音装置付誘導灯その他の視覚障害者及び聴覚障害者に配

慮したものとすること。 

２ 次の各号に掲げる特定施設の新築等をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める基準を

遵守するよう努めなければならない。 

一 第三条第一号ヘ及びトに掲げる用途に供する特定施設で、条例別表第一第八号に規定する

興行場等に該当するもの 客席に集団補聴設備その他の聴覚障害者の利用に配慮した設備を

設けること。 

二 第三条第一号及び第三号から第七号までに掲げる特定施設（第二十四条第一項第一号に規

定する特定施設に該当するものを除く。） 同項第一号に掲げる措置を講ずること。 

三 第三条第一号ロに掲げる用途に供する特定施設、同号ニに掲げる用途（病院及び診療所の

用途に限る。）に供する特定施設及び同号ヘからヌまでに掲げる用途に供する特定施設並び

に同条第四号及び第七号に掲げる特定施設 授乳及びおむつ替えができる場所を設けること。 

四 第三条第十号に掲げる特定施設（都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第一

項に規定する都市公園を除く。） 

イ 第十五条の表(六)項(ろ)欄第二号ただし書の場合において、主要な園路に段を設けると

きは、手すりを両側に設けること。 

  ロ 主要な園路に設ける傾斜路は、次に定める構造とすること。 

(１) 縦断勾配は、十五分の一以下とすること。ただし、高さが十六センチメートル以下

のものにあっては、八パーセント以下とすること。 

   (２) 横断勾配は、設けないこと。 

   (３) 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル

以内ごとに踏幅が一・五メートル以上の踊場を設けること。 

   (４) 手すりを両側に設けること。 

ハ 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上（男子用及び女

子用の区別があるときは、それぞれ一以上）の便所内に、乳幼児用椅子等乳幼児を座らせ

ることができる設備を設けた便房及び乳幼児用ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備

を設けること。ただし、乳幼児のおむつ替えができる設備にあっては、おむつ替えができ

る場所を別に設ける場合は、この限りでない。 
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ニ 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上（男子用及び女

子用の区別があるときは、それぞれ一以上）の便所内に、人工肛（こう）門又は人工ぼう

こうを使用している者がパウチを洗浄することができる水栓器具、汚物流し、トイレット

ペーパーホルダー、手荷物置き台及び鏡を設けた便房を設けること。 

ホ 車椅子使用者用便房を設ける場合には、出入口の戸は、次に定める構造とすること。 

(１) 施錠の操作がしやすく、緊急の場合は外部からも解錠することができるものとする

こと。 

(２) 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ヘ 休憩所、管理事務所、掲示板、標識、屋根付広場、野外劇場又は野外音楽堂を設け

る場合には、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省

令（平成十八年国土交通省令第百十五号）に定める基準に適合させること。 

五 第三条第十四号及び第十五号に掲げる特定施設である道路 

  イ 歩道等は、次に定める構造とすること。 

(１) 有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては、歩道は三・五メートル以上、

自転車歩行者道は四メートル以上とすること。 

   (２) 横断勾配は、一パーセント以下とすること（車両乗入れ部を除く。）。 

  ロ 立体横断施設、自動車駐車場、案内標識、乗合自動車停留所、路面電車停留場、休憩施

設、照明施設又は防雪施設を設ける場合には、移動等円滑化のために必要な道路の構造に

関する基準を定める省令（平成十八年国土交通省令第百十六号）に定める基準に適合させ

ること。 

一部改正〔平成一九年規則四九号・二五年三二号〕 

 

（一団地の住宅施設等の整備基準） 

第三十二条 第三条第十四号から第十六号までに掲げる特定施設の建築物、道路、駐車場及び公

園、緑地その他これらに類するものの整備基準は、第十四条から前条までに定めるとおりとす

る。 

 

（小規模特定施設の敷地内の通路等） 

第三十三条 条例別表第二第一号の規則で定める経路は、道等から建築物の不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する直接地上へ通ずる出入口までの経路のう

ちの一以上の経路とし、同号の規則で定める構造は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定めるとおりとする。 

一 敷地内の通路 

イ 有効幅員は、一・四メートル以上とすること。 

ロ 段を設けないこと。ただし、ヘに定める構造の傾斜路又は第十六条に定める構造の昇降

機を併設する場合は、この限りでない。 

ハ ロただし書の場合において、段を設けるときは、第十八条に定める構造に準じたものと

すること。 

ニ 表面は、滑りにくく、平たんにすること。 

ホ 敷地内の通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない

ものとすること。 

ヘ 傾斜路を設ける場合には、ホに定めるもののほか、次に定める構造とすること。 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 
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(２) 勾（こう）配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、

勾（こう）配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

(３) 傾斜路とその前後の敷地内の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在

を容易に識別できるものとすること。 

(４) 両側は、転落を防ぐ構造とすること。ただし、側面が壁面である場合は、この限り

でない。 

(５) 有効幅員は、段に代わるものにあっては一・四メートル以上、段に併設するものに

あっては九十センチメートル以上とすること。 

(６) 勾（こう）配は、十五分の一以下とすること。ただし、高さが十六センチメートル

以下のものにあっては、八分の一以下とすること。 

(７) 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾（こう）配が二十分の一を超えるも

のに限る。）にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が一・五メートル

以上の踊場を設けること。 

(８) 始点及び終点には、それぞれ長さ一・五メートル以上の高低差のない部分を設ける

こと。 

ト 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉し

て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

二 建築物の直接地上へ通ずる出入口 

イ 有効幅員は、九十センチメートル以上とすること。 

ロ 段を設けないこと。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉し

て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

 

（小規模特定施設の新築等をしようとする者の努力義務） 

第三十四条 条例第十一条第一項第二号に掲げる特定施設に不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上は、次のとおり

とするよう努めなければならない。 

一 条例別表第二第一号に規定する経路を構成する建築物の直接地上へ通ずる出入口から当該

便所の次号に掲げる便房までの経路の有効幅員を九十センチメートル以上とすること。 

二 次に定める構造の便房を設けること。 

イ 出入口の有効幅員は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 便器は、洋式とすること。 

ハ 手すりを設けること。 

ニ 車椅子使用者が利用できるよう空間を確保すること。 

  ホ 戸又はその付近に、洋式便器及び手すりが設けられている旨を表示した標識を掲示する

こと。 

一部改正〔平成二五年規則三二号〕 

 

（移動等円滑化された経路を構成する傾斜路等） 

第三十五条 条例別表第三第二号の規則で定める勾（こう）配は、十二分の一（屋外に設ける傾

斜路にあっては、十五分の一）以下とする。ただし、高さが十六センチメートル以下のものに

あっては、八分の一以下とする。 

２ 条例別表第三第三号の規則で定める構造は、次のとおりとする。 

一 段を設けないこと。ただし、次に定める構造の傾斜路を設ける場合は、この限りでない。 
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イ 勾（こう）配は、十二分の一以下とすること。ただし、高さが十六センチメートル以下

のものにあっては、八分の一以下とすること。 

ロ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

二 次に定める構造の便房を一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）

設けること。 

イ 便器は、洋式とすること。 

ロ 手すりを設けること。 

３ 条例別表第三第四号の規定による案内表示は、次に掲げるところによって行わなければなら

ない。 

一 前項第二号に規定する便房を設ける場合には、当該便房の戸又はその付近に、洋式便器及

び手すりが設けられている旨を表示した標識を掲示すること。 

二 第三十八条に規定する設備を設ける場合には、当該設備が設けられている便房の戸又はそ

の付近及び当該設備が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識

を掲示すること。 

三 施設の利用に関する情報を提供する案内設備を設ける場合には、案内表示の位置、表記方

法、文字の大きさ等を高齢者、障害者等に配慮したものとすること。 

一部改正〔平成一九年規則一九号・二五年三二号〕 

 

（条例別表第三第五号の規則で定める基準） 

第三十六条 条例別表第三第五号の規則で定める基準は、次条から第三十九条までに定めるとこ

ろによる。 

 

（移動等円滑化された経路と便所等との間の経路における傾斜路） 

第三十七条 公共交通移動等円滑化基準第十四条第一項第一号（公共交通移動等円滑化基準第十

五条において準用する場合を含む。）及び第十六条第一項第一号（同条第二項において準用す

る場合を含む。）に規定する通路に設ける傾斜路並びに同条第一項第二号ニ（同条第二項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する傾斜路の勾（こう）配は、十二分の一（屋外に設ける

傾斜路にあっては、十五分の一）以下としなければならない。ただし、高さが十六センチメー

トル以下のものにあっては、八分の一以下としなければならない。 

一部改正〔平成一九年規則一九号〕 

 

（乳幼児用椅子、乳幼児用ベッド等） 

第三十八条 条例第十一条第一項第三号に掲げる特定施設に不特定かつ多数の者が利用する便所

を設ける場合にあっては、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

一以上）の便所内に、乳幼児用椅子等乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房及び乳

幼児用ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備を設けなければならない。ただし、乳幼児の

おむつ替えができる設備にあっては、おむつ替えができる場所を別に設ける場合は、この限り

でない。 

一部改正〔平成二五年規則三二号〕 

 

（公共交通機関の施設の新築等をしようとする者の努力義務） 

第三十九条 条例第十一条第一項第三号に掲げる特定施設に不特定かつ多数の者が利用する便所

を設ける場合にあっては、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

一以上）の便所内に、人工肛（こう）門又は人工ぼうこうを使用している者がパウチを洗浄す
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ることができる水栓器具、汚物流し、トイレットペーパーホルダー、手荷物置き台及び鏡を設

けた便房を設けるよう努めなければならない。 

２ 前項に規定する便房を設ける場合にあっては、当該便房の戸又はその付近及び当該便房が設

けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示するよう努めなけれ

ばならない。 

一部改正〔平成二五年規則三二号〕 

 

（学校及び共同住宅に関する読替え） 

第四十条 第三条第一号イに掲げる用途に供する特定施設又は同条第二号に掲げる特定施設に対

する次の表の上欄に掲げるこの規則の規定（同号に掲げる特定施設にあっては、第二十一条第

一項の表(一)項(ろ)欄、第二十三条、第三十一条第一項第一号、第三十三条及び第三十四条を

除く。）の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

  

 第四条第一号 不特定かつ多数の者が利用し、若

しくは主として高齢者、障害者等

が利用する 

   

 第十四条第一項第一号ハ      

 第十五条の表(二)項(い)欄、(三)項(い)欄、

(四)項(い)欄及び(五)項(い)欄 

     

 第十八条   多数の者が利

用する 

 

 第二十条の表(一)項(い)欄 不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として高齢者、障害者等が利

用する 

 

 第二十一条第一項の表(一)項(ろ)欄    

 第二十三条    

 第二十九条      

 第三十一条第一項第一号      

 第三十三条      

 第三十四条      

一部改正〔平成一九年規則一九号〕 

 

（提出書類の経由等） 

第四十一条 条例の規定により知事に提出する書類（愛知県事務処理特例条例（平成十一年愛知

県条例第五十五号）の規定により同条例別表第九の三十五の項の下欄に掲げる市の長に提出す

ることとなる書類を除く。）は、当該特定施設の所在地の市町村長を経由しなければならない。 

２ 前項の書類の部数は、第七条及び第九条に規定する書類にあっては正本一部及び副本一部、

その他の書類にあっては正本一部とする。 

一部改正〔平成一七年規則一一二号・一九年一九号・二一年一三号・二四年二五号・二五年

三二号〕 

 

附 則 

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。 

附 則（平成十七年十月二十一日規則第百十二号） 

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。 

附 則（平成十九年三月二十三日規則第十九号） 
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十一条第一項の改正規定は、平成十九年四

月一日から施行する。 

附 則（平成十九年七月二十七日規則第四十九号） 

１ この規則は、平成二十年二月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に新築若しくは新設、増築又は改築（用途の変更をして特定施設（人

にやさしい街づくりの推進に関する条例（平成六年愛知県条例第三十三号）第一条の二第二号

に規定する特定施設をいう。以下同じ。）にすることを含む。以下「新築等」という。）の工

事中の特定施設の当該新築等に係る同条例第十一条第一項に規定する整備基準については、改

正後の人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（平成二十一年三月二十七日規則第十三号） 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十四年三月三十日規則第二十五号） 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。（後略） 

附 則（平成二十五年三月二九日規則第三二号） 

１ この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第十六条及び第四十一条第一項

の改正規定は、同年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に新築若しくは新設、増築又は改築（用途の変更をして特定施設（人

にやさしい街づくりの推進に関する条例（平成六年愛知県条例第三十三号）第一条の二第二号

に規定する特定施設をいう。以下同じ。）にすることを含む。以下「新築等」という。）の工

事中の特定施設の当該新築等に係る同条例第十一条第一項に規定する整備基準については、改

正後の人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

平成十八年六月二十日法律第九十一号 

 

最終改正：平成二十五年六月十四日法律第四十四号 

 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 基本方針等（第三条―第七条） 

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置（第八条―第二十四条） 

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施（第二十五

条―第四十条） 

第五章 移動等円滑化経路協定（第四十一条―第五十一条） 

第六章 雑則（第五十二条―第五十八条） 

第七章 罰則（第五十九条―第六十四条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要

性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築

物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれら

の間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措

置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及

び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受

けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減すること

により、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。 

三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及

び建築主等をいう。 

四 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 

イ 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの

及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。） 

ロ 軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。

第二十三号ハにおいて同じ。） 

ハ 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による一般乗合旅客自動車運送事業者（路

線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。以下この条に

おいて同じ。）及び一般乗用旅客自動車運送事業者 

ニ 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）によるバスターミナル事業を営

む者 
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ホ 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による一般旅客定期航路事業（日本の国

籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法によ

る対外旅客定期航路事業を除く。次号ニにおいて同じ。）を営む者 

ヘ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者（旅客の運送を

行うものに限る。） 

ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、又は

管理するもの 

五 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他

の用に供するものをいう。 

イ 鉄道事業法による鉄道施設 

ロ 軌道法による軌道施設 

ハ 自動車ターミナル法によるバスターミナル 

ニ 海上運送法による輸送施設（船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供す

るものに限る。） 

ホ 航空旅客ターミナル施設 

六 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相当数であること又は相当数であると見込まれ

ることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。 

七 車両等 公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車（一

般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあって

は道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの、一般乗用旅客

自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車にあっては高齢者、

障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なも

のその他主務省令で定めるものに限る。）、船舶及び航空機をいう。 

八 道路管理者 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第十八条第一項に規定する道路管理

者をいう。 

九 特定道路 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める道路法による道路をいう。 

十 路外駐車場管理者等 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第十二条に規定する路外駐

車場管理者又は都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項の都市計画区域外にお

いて特定路外駐車場を設置する者をいう。 

十一 特定路外駐車場 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場（道路法第二条第二項第

六号に規定する自動車駐車場、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第二項に

規定する公園施設（以下「公園施設」という。）、建築物又は建築物特定施設であるものを

除く。）であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるも

のであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。 

十二 公園管理者等 都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者（以下「公園管理者」と

いう。）又は同項の規定による許可を受けて公園施設（特定公園施設に限る。）を設け若し

くは管理し、若しくは設け若しくは管理しようとする者をいう。 

十三 特定公園施設 移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める公園施設をいう。 

十四 建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者

をいう。 

十五 建築物 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物を

いう。 

十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、

共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、
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これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。 

十七 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 

十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場そ

の他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。 

十九 建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。 

二十 所管行政庁 建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区

の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建

築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町

村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。 

二十一 重点整備地区 次に掲げる要件に該当する地区をいう。 

イ 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、

官公庁施設、福祉施設その他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、生活関

連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路（生活関連施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を構

成する一般交通用施設（道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設をいう。

以下同じ。）について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認

められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総

合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 

二十二 特定事業 公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事

業、建築物特定事業及び交通安全特定事業をいう。 

二十三 公共交通特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特定旅客施設内において実施するエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化

のために必要な設備の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の構造の変更に関する事業 

ハ 特定車両（軌道経営者又は一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うために使

用する車両等をいう。以下同じ。）を床面の低いものとすることその他の特定車両に関す

る移動等円滑化のために必要な事業 

二十四 道路特定事業 次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業（これと併

せて実施する必要がある移動等円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。）

をいう。 

イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動等円滑化のために必要な

施設又は工作物の設置に関する事業 

ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動等円滑化のために必要な道路の構造の改

良に関する事業 

二十五 路外駐車場特定事業 特定路外駐車場において実施する車いすを使用している者が円

滑に利用することができる駐車施設その他の移動等円滑化のために必要な施設の整備に関す

る事業をいう。 

二十六 都市公園特定事業 都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の整備に関

する事業をいう。 

二十七 建築物特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 特別特定建築物（第十四条第三項の条例で定める特定建築物を含む。ロにおいて同じ。）

の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関する事業 
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ロ 特定建築物（特別特定建築物を除き、その全部又は一部が生活関連経路であるものに限

る。）における生活関連経路の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の整備に関す

る事業 

二十八 交通安全特定事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 高齢者、障害者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、道

路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第九条の歩行者用道路であることを表示する道路

標識、横断歩道であることを表示する道路標示その他の移動等円滑化のために必要な信号

機、道路標識又は道路標示（第三十六条第二項において「信号機等」という。）の同法第

四条第一項の規定による設置に関する事業 

ロ 違法駐車行為（道路交通法第五十一条の二第一項の違法駐車行為をいう。以下この号に

おいて同じ。）に係る車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び

啓発活動その他の移動等円滑化のために必要な生活関連経路を構成する道路における違法

駐車行為の防止のための事業 

 

第二章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第三条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に

関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項 

三 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項 

ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事

項 

ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円

滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項 

ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二十九年

法律第百十九号）による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）、市街地再開発事業（都

市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）による市街地再開発事業をいう。以下同じ。）

その他の市街地開発事業（都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以

下同じ。）に関し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自転車その他の車両の

駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資す

る市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のた

めに必要な事項 

四 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関す

る事項 

３ 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

 

（国の責務） 
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第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と協力して、

基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進

のための施策の内容について、移動等円滑化の進展の状況等を勘案しつつ、これらの者の意見

を反映させるために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めると

ともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

 

（施設設置管理者等の責務） 

第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施

設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

 

（国民の責務） 

第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に

ついて理解を深めるとともに、これらの者の円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力

するよう努めなければならない。 

 

第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置 

 

（公共交通事業者等の基準適合義務等） 

第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主務省令で

定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該旅客施

設又は車両等（以下「新設旅客施設等」という。）を、移動等円滑化のために必要な旅客施設

又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準（以下「公共交通移動等円滑化基準」

という。）に適合させなければならない。 

２ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準に

適合するように維持しなければならない。 

３ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等（新設旅客施設等を除く。）

を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

４ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対し、これらの者が公共交通機関を利用して移動

するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならない。 

５ 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよ

う努めなければならない。 

 

（旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等） 

第九条 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるも

のによる許可、認可その他の処分の申請があった場合には、当該処分に係る法令に定める基準

のほか、公共交通移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合
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において、主務大臣は、当該新設旅客施設等が公共交通移動等円滑化基準に適合しないと認め

るときは、これらの規定による許可、認可その他の処分をしてはならない。 

２ 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事業法その他の法令の規定で政令で定めるものに

よる届出をしなければならない場合を除くほか、旅客施設の建設又は前条第一項の主務省令で

定める大規模な改良を行おうとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、そ

の旨を主務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同

様とする。 

３ 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等（第一項の規定により審査を行うものを除く。）

若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係る旅客施設につい

て前条第一項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設等について同条第二項の規

定に違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を是正する

ために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（道路管理者の基準適合義務等） 

第十条 道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは、当該特定道路（以下この条にお

いて「新設特定道路」という。）を、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する条例（国

道（道路法第三条第二号の一般国道をいう。以下同じ。）にあっては、主務省令）で定める基

準（以下この条において「道路移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

３ 道路管理者は、その管理する新設特定道路を道路移動等円滑化基準に適合するように維持し

なければならない。 

４ 道路管理者は、その管理する道路（新設特定道路を除く。）を道路移動等円滑化基準に適合

させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 新設特定道路についての道路法第三十三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適用につい

ては、これらの規定中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第二号に規定

する移動等円滑化のために必要なものとして国土交通省令で定める基準」と、同法第三十三条

第一項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。 

 

（路外駐車場管理者等の基準適合義務等） 

第十一条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定路外駐車場（以

下この条において「新設特定路外駐車場」という。）を、移動等円滑化のために必要な特定路

外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準（以下「路外駐車場移動等円滑化基準」

という。）に適合させなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に

適合するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによって

は、高齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成する

ことができないと認める場合においては、路外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な事項を

付加することができる。 

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場（新設特定路外駐車場を除く。）を路

外駐車場移動等円滑化基準（前項の条例で付加した事項を含む。第五十三条第二項において同

じ。）に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 



 171  

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 

第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で

定めるところにより、その旨を都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知

事等」という。）に届け出なければならない。ただし、駐車場法第十二条の規定による届出を

しなければならない場合にあっては、同条の規定により知事等に提出すべき届出書に主務省令

で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更しようとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、路

外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

 

（公園管理者等の基準適合義務等） 

第十三条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施

設（以下この条において「新設特定公園施設」という。）を、移動等円滑化のために必要な特

定公園施設の設置に関する条例（国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令）で定める基

準（以下この条において「都市公園移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならな

い。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

３ 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公園法第五条第一項の規定による許可の申請

があった場合には、同法第四条に定める基準のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合するか

どうかを審査しなければならない。この場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設

が都市公園移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはな

らない。 

４ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するよ

うに維持しなければならない。 

５ 公園管理者等は、その管理する特定公園施設（新設特定公園施設を除く。）を都市公園移動

等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等） 

第十四条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築（用途の変更をして特別

特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。）をしようとするときは、当該特別

特定建築物（次項において「新築特別特定建築物」という。）を、移動等円滑化のために必要

な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準（以下「建築物移動等円滑化基準」

という。）に適合させなければならない。 

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化

基準に適合するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前二項の規定のみによって

は、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成すること

ができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、第

一項の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模未満で別に定め、又は建築物移動等円滑化

基準に条例で必要な事項を付加することができる。 

４ 前三項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。 

５ 建築主等（第一項から第三項までの規定が適用される者を除く。）は、その建築をしようと

し、又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の条例で定める特定建築物
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を含む。以下同じ。）を建築物移動等円滑化基準（同項の条例で付加した事項を含む。第十七

条第三項第一号を除き、以下同じ。）に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

 

（特別特定建築物に係る基準適合命令等） 

第十五条 所管行政庁は、前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認める

ときは、建築主等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用

しない。この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特

定建築物が前条第一項から第三項までの規定に違反している事実があると認めるときは、直ち

に、その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべ

きことを要請しなければならない。 

３ 所管行政庁は、前条第五項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認める

ときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施

工に係る事項その他の移動等円滑化に係る事項について必要な指導及び助言をすることができ

る。 

 

（特定建築物の建築主等の努力義務等） 

第十六条 建築主等は、特定建築物（特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。）の建

築（用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第一項において同じ。）をしようと

するときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建

築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

３ 所管行政庁は、特定建築物について前二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要

があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又

はその建築物特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることがで

きる。 

 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定） 

第十七条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替（修繕又は模様替にあっては、建築

物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」という。）をしようとするときは、主務省令で

定めるところにより、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を

申請することができる。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 特定建築物の位置 

二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積 

三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項 

四 特定建築物の建築等の事業に関する資金計画 

五 その他主務省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る特定建築物の建築等及

び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。 



 173  

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が

円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準に適合すること。 

二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため適切な

ものであること。 

４ 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法第六条第

一項（同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。）の規定に

よる確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築等の計画が同法第六条第一項

の建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知（以下この条において「適合通知」という。）

を受けるよう申し出ることができる。 

５ 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建

築主事に通知しなければならない。 

６ 建築基準法第十八条第三項及び第十二項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合につ

いて準用する。この場合においては、建築主事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が第

十四条第一項の規定に適合するかどうかを審査することを要しないものとする。 

７ 所管行政庁が、適合通知を受けて第三項の認定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の

建築等の計画は、建築基準法第六条第一項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。 

８ 建築基準法第十二条第七項、第九十三条及び第九十三条の二の規定は、建築主事が適合通知

をする場合について準用する。 

 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更） 

第十八条 前条第三項の認定を受けた者（以下「認定建築主等」という。）は、当該認定を受け

た計画の変更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、所管行政庁の

認定を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

 

（認定特定建築物の容積率の特例） 

第十九条 建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条

の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第

一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条

の四、第六十八条の五（第二号イを除く。）、第六十八条の五の二（第二号イを除く。）、第

六十八条の五の三第一項（第一号ロを除く。）、第六十八条の五の四（第一号ロを除く。）、

第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第

三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条

の六第一項に規定する建築物の容積率（同法第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六

十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高

限度に係る場合に限る。）の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及び第六

項に定めるもののほか、第十七条第三項の認定を受けた計画（前条第一項の規定による変更の

認定があったときは、その変更後のもの。第二十一条において同じ。）に係る特定建築物（以

下「認定特定建築物」という。）の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をと

ることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における政令で

定める床面積は、算入しないものとする。 

 

（認定特定建築物の表示等） 
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第二十条 認定建築主等は、認定特定建築物の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その

敷地又はその利用に関する広告その他の主務省令で定めるもの（次項において「広告等」とい

う。）に、主務省令で定めるところにより、当該認定特定建築物が第十七条第三項の認定を受

けている旨の表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等

に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

 

（認定建築主等に対する改善命令） 

第二十一条 所管行政庁は、認定建築主等が第十七条第三項の認定を受けた計画に従って認定特

定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、そ

の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し） 

第二十二条 所管行政庁は、認定建築主等が前条の規定による処分に違反したときは、第十七条

第三項の認定を取り消すことができる。 

 

（既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例） 

第二十三条 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に

供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、

所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準

法第二十七条第一項、第六十一条及び第六十二条第一項の規定の適用については、当該エレベ

ーターの構造は耐火構造（同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。）とみなす。 

一 エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が

主務省令で定める安全上及び防火上の基準に適合していること。 

二 エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に

適合していること。 

２ 建築基準法第九十三条第一項本文及び第二項の規定は、前項の規定により所管行政庁が防火

上及び避難上支障がないと認める場合について準用する。 

 

（高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例） 

第二十四条 建築物特定施設（建築基準法第五十二条第六項に規定する共同住宅の共用の廊下及

び階段を除く。）の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積より

も著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認

めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号に規定する建築

物とみなして、同項の規定を適用する。 

第四章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施 

 

（移動等円滑化基本構想） 

第二十五条 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整

備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（以

下「基本構想」という。）を作成することができる。 

２ 基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 重点整備地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項 
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三 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑

化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項（旅客施設の所在地を含まない重

点整備地区にあっては、当該重点整備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設

との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。） 

四 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地

開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための

施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備

改善に関する事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する

基本的な方針について定めるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区について基本構想を作成する場合には、

当該基本構想に当該特定旅客施設を第二項第二号及び第三号の生活関連施設として定めなけれ

ばならない。 

５ 基本構想には、道路法第十二条ただし書及び第十五条並びに道路法の一部を改正する法律（昭

和三十九年法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法改正法」という。）附則第三項の規

定にかかわらず、国道又は都道府県道（道路法第三条第三号の都道府県道をいう。第三十二条

第一項において同じ。）（道路法第十二条ただし書及び第十五条並びに昭和三十九年道路法改

正法附則第三項の規定により都道府県が新設又は改築を行うこととされているもの（道路法第

十七条第一項から第四項までの規定により同条第一項の指定市、同条第二項の指定市以外の市、

同条第三項の町村又は同条第四項の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。）

に限る。以下同じ。）に係る道路特定事業を実施する者として、市町村（他の市町村又は道路

管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第三十二

条において同じ。）を定めることができる。 

６ 基本構想は、都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方

針との調和が保たれたものでなければならない。 

７ 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用す

る高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとす

る。 

８ 市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されてい

ないときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者

及び都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、次条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当たり、

あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について

基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。 

１０ 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十

分に反映されるよう努めるものとする。 

１１ 市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、

都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に、基本構想を送付しなければならな

い。 

１２ 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本構想の送付を受けたときは、市町村に対

し、必要な助言をすることができる。 

１３ 第七項から前項までの規定は、基本構想の変更について準用する。 

 

（協議会） 
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第二十六条 基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想

の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織

することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 基本構想を作成しようとする市町村 

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の

事業を実施すると見込まれる者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号

に掲げる者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に

応じなければならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しな

ければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（基本構想の作成等の提案） 

第二十七条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案する

ことができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作

成して、これを提示しなければならない。 

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実

施しようとする者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利

用に関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき基本構想の作成又は変更をする

か否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、

基本構想の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

 

（公共交通特定事業の実施） 

第二十八条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公共交通事

業者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して公共交通特定事業を実施するための計

画（以下「公共交通特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事

業を実施するものとする。 

２ 公共交通特定事業計画においては、実施しようとする公共交通特定事業について次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 公共交通特定事業を実施する特定旅客施設又は特定車両 

二 公共交通特定事業の内容 

三 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係す

る市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市

町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、公共交通特定事業計画の変更について準用する。 
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（公共交通特定事業計画の認定） 

第二十九条 公共交通事業者等は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、公共交通

特定事業計画が重点整備地区における移動等円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なも

のである旨の認定を申請することができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、前条第二項第二号に掲げ

る事項が基本方針及び公共交通移動等円滑化基準に照らして適切なものであり、かつ、同号及

び同項第三号に掲げる事項が当該公共交通特定事業を確実に遂行するために技術上及び資金上

適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

３ 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公共交通特定事業計画を変更しようとするときは、

主務大臣の認定を受けなければならない。 

４ 第二項の規定は、前項の認定について準用する。 

５ 主務大臣は、第二項の認定を受けた者が当該認定に係る公共交通特定事業計画（第三項の規

定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。）に従って公共

交通特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

 

（公共交通特定事業計画に係る地方債の特例） 

第三十条 地方公共団体が、前条第二項の認定に係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通特

定事業で主務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要す

る経費であって地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第五条各号に規定する経費のいずれ

にも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。 

 

（道路特定事業の実施） 

第三十一条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する道路管理者

は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して道路特定事業を実施するための計画（以下「道

路特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとす

る。 

２ 道路特定事業計画においては、基本構想において定められた道路特定事業について定めるほ

か、当該重点整備地区内の道路において実施するその他の道路特定事業について定めることが

できる。 

３ 道路特定事業計画においては、実施しようとする道路特定事業について次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 道路特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき道路特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他道路特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

４ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村、

施設設置管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 道路管理者は、道路特定事業計画において、道路法第二十条第一項に規定する他の工作物に

ついて実施し、又は同法第二十三条第一項の規定に基づき実施する道路特定事業について定め

るときは、あらかじめ、当該道路特定事業を実施する工作物又は施設の管理者と協議しなけれ

ばならない。この場合において、当該道路特定事業の費用の負担を当該工作物又は施設の管理

者に求めるときは、当該道路特定事業計画に当該道路特定事業の実施に要する費用の概算及び

道路管理者と当該工作物又は施設の管理者との分担割合を定めるものとする。 

６ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めると

ともに、関係する市町村、施設設置管理者及び公安委員会並びに前項に規定する工作物又は施
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設の管理者に送付しなければならない。 

７ 前三項の規定は、道路特定事業計画の変更について準用する。 

 

（市町村による国道等に係る道路特定事業の実施） 

第三十二条 第二十五条第五項の規定により基本構想において道路特定事業を実施する者として

市町村（道路法第十七条第一項の指定市を除く。以下この条及び第五十五条から第五十七条ま

でにおいて同じ。）が定められたときは、前条第一項、同法第十二条ただし書及び第十五条並

びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項の規定にかかわらず、市町村は、単独で又は他の市

町村若しくは道路管理者と共同して、国道又は都道府県道に係る道路特定事業計画を作成し、

これに基づき、当該道路特定事業を実施するものとする。 

２ 前条第二項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同

条第四項から第六項までの規定中「道路管理者」とあるのは、「次条第一項の規定により道路

特定事業を実施する市町村（他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、

市町村及び他の市町村又は道路管理者）」と読み替えるものとする。 

３ 市町村は、第一項の規定により国道に係る道路特定事業を実施しようとする場合においては、

主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、

主務省令で定める軽易なものについては、この限りでない。 

４ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道

路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、主務省令で定めるところにより、

その旨を公示しなければならない。 

５ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業を実施する場合においては、政令で定めるとこ

ろにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。 

６ 市町村が第一項の規定により道路特定事業を実施する場合には、その実施に要する費用の負

担並びにその費用に関する国の補助及び交付金の交付については、都道府県が自ら当該道路特

定事業を実施するものとみなす。 

７ 前項の規定により国が当該都道府県に対し交付すべき負担金、補助金及び交付金は、市町村

に交付するものとする。 

８ 前項の場合には、市町村は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年

法律第百七十九号）の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみ

なす。 

 

（路外駐車場特定事業の実施） 

第三十三条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する路外駐車場

管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して路外駐車場特定事業を実施するため

の計画（以下この条において「路外駐車場特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、

当該路外駐車場特定事業を実施するものとする。 

２ 路外駐車場特定事業計画においては、実施しようとする路外駐車場特定事業について次に掲

げる事項を定めるものとする。 

一 路外駐車場特定事業を実施する特定路外駐車場 

二 路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他路外駐車場特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関

係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係す
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る市町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、路外駐車場特定事業計画の変更について準用する。 

 

（都市公園特定事業の実施） 

第三十四条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公園管理者

等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して都市公園特定事業を実施するための計画（以

下この条において「都市公園特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該都市公

園特定事業を実施するものとする。ただし、都市公園法第五条第一項の規定による許可を受け

て公園施設（特定公園施設に限る。）を設け若しくは管理し、又は設け若しくは管理しようと

する者が都市公園特定事業計画を作成する場合にあっては、公園管理者と共同して作成するも

のとする。 

２ 都市公園特定事業計画においては、実施しようとする都市公園特定事業について次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 都市公園特定事業を実施する都市公園 

二 都市公園特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他都市公園特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市

町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 公園管理者は、都市公園特定事業計画において、都市公園法第五条の二第一項に規定する他

の工作物について実施する都市公園特定事業について定めるときは、あらかじめ、当該他の工

作物の管理者と協議しなければならない。この場合において、当該都市公園特定事業の費用の

負担を当該他の工作物の管理者に求めるときは、当該都市公園特定事業計画に当該都市公園特

定事業の実施に要する費用の概算及び公園管理者と当該他の工作物の管理者との分担割合を定

めるものとする。 

５ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努

めるとともに、関係する市町村及び施設設置管理者並びに前項に規定する他の工作物の管理者

に送付しなければならない。 

６ 前三項の規定は、都市公園特定事業計画の変更について準用する。 

 

（建築物特定事業の実施） 

第三十五条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する建築主等は、

単独で又は共同して、当該基本構想に即して建築物特定事業を実施するための計画（以下この

条において「建築物特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業

を実施するものとする。 

２ 建築物特定事業計画においては、実施しようとする建築物特定事業について次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 建築物特定事業を実施する特定建築物 

二 建築物特定事業の内容 

三 建築物特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

３ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及

び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。 

４ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施

設設置管理者に送付しなければならない。 
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５ 前二項の規定は、建築物特定事業計画の変更について準用する。 

 

（交通安全特定事業の実施） 

第三十六条 第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する公安委員会

は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して交通安全特定事業を実施するための計画（以

下「交通安全特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を実

施するものとする。 

２ 前項の交通安全特定事業（第二条第二十八号イに掲げる事業に限る。）は、当該交通安全特

定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号

機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合するよう実

施されなければならない。 

３ 交通安全特定事業計画においては、実施しようとする交通安全特定事業について次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 交通安全特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

４ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町

村及び道路管理者の意見を聴かなければならない。 

５ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努め

るとともに、関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。 

６ 前二項の規定は、交通安全特定事業計画の変更について準用する。 

 

（生活関連施設又は一般交通用施設の整備等） 

第三十七条 国及び地方公共団体は、基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用

施設の整備、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業の施行その他の必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 基本構想において定められた生活関連施設又は一般交通用施設の管理者（国又は地方公共団

体を除く。）は、当該基本構想の達成に資するよう、その管理する施設について移動等円滑化

のための事業の実施に努めなければならない。 

 

（基本構想に基づく事業の実施に係る命令等） 

第三十八条 市町村は、第二十八条第一項の公共交通特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場

特定事業、第三十四条第一項の都市公園特定事業（公園管理者が実施すべきものを除く。）又

は第三十五条第一項の建築物特定事業（国又は地方公共団体が実施すべきものを除く。）（以

下この条において「公共交通特定事業等」と総称する。）が実施されていないと認めるときは、

当該公共交通特定事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。 

２ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を主務大

臣等（公共交通特定事業にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっては知事等、都市公

園特定事業にあっては公園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。以下この条におい

て同じ。）に通知することができる。 

３ 主務大臣等は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受

けた者が正当な理由がなくて公共交通特定事業等を実施していないと認めるときは、当該要請

を受けた者に対し、当該公共交通特定事業等を実施すべきことを勧告することができる。 

４ 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置
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を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について移動等円滑化を阻害している事

実があると認めるときは、第九条第三項、第十二条第三項及び第十五条第一項の規定により違

反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除くほか、当該勧

告を受けた者に対し、移動等円滑化のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例） 

第三十九条 基本構想において定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第三条第四

項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画（基本構想において定め

られた重点整備地区の区域内の宅地について定められたものに限る。）においては、重点整備

地区の区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便のために必要な生活関連施設又は一般交

通用施設で国、地方公共団体、公共交通事業者等その他政令で定める者が設置するもの（同法

第二条第五項に規定する公共施設を除き、基本構想において第二十五条第二項第四号に掲げる

事項として土地区画整理事業の実施に関しその整備を考慮すべきものと定められたものに限

る。）の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定め

ることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を

施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用

し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。 

２ 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画

において定められた保留地について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第四

項若しくは第五項」とあるのは、「第三条第四項」と読み替えるものとする。 

３ 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地

区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、

地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者

に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければなら

ない。同法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。 

４ 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用

する。 

５ 第一項に規定する土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条、第百二十六条、

第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、同項から第三項までの規定は、

同法の規定とみなす。 

 

（地方債についての配慮） 

第四十条 地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起

こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が

許す限り、特別の配慮をするものとする。 

 

第五章 移動等円滑化経路協定 

 

（移動等円滑化経路協定の締結等） 

第四十一条 重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とす

る借地権その他の当該土地を使用する権利（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが

明らかなものを除く。以下「借地権等」という。）を有する者（土地区画整理法第九十八条第

一項（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律

第六十七号。第四十五条第二項において「大都市住宅等供給法」という。）第八十三条におい
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て準用する場合を含む。以下この章において同じ。）の規定により仮換地として指定された土

地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章

において「土地所有者等」と総称する。）は、その全員の合意により、当該土地の区域におけ

る移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定（以下「移動等円滑化経路協定」と

いう。）を締結することができる。ただし、当該土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規

定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内

に借地権等の目的となっている土地がある場合（当該借地権等が地下又は空間について上下の

範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。）

においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。 

２ 移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区域（以下「移動等円滑化経路協定区域」とい

う。）及び経路の位置 

二 次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの 

イ 前号の経路における移動等円滑化に関する基準 

ロ 前号の経路を構成する施設（エレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化のた

めに必要な設備を含む。）の整備又は管理に関する事項 

ハ その他移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項 

三 移動等円滑化経路協定の有効期間 

四 移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置 

３ 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。 

 

（認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等） 

第四十二条 市町村長は、前条第三項の認可の申請があったときは、主務省令で定めるところに

より、その旨を公告し、当該移動等円滑化経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さ

なければならない。 

２ 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該移

動等円滑化経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。 

 

（移動等円滑化経路協定の認可） 

第四十三条 市町村長は、第四十一条第三項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するとき

は、同項の認可をしなければならない。 

一 申請手続が法令に違反しないこと。 

二 土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。 

三 第四十一条第二項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものである

こと。 

２ 市町村長は、第四十一条第三項の認可をしたときは、主務省令で定めるところにより、その

旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供

するとともに、移動等円滑化経路協定区域である旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示

しなければならない。 

 

（移動等円滑化経路協定の変更） 

第四十四条 移動等円滑化経路協定区域内における土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の

効力が及ばない者を除く。）は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようとす

る場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければな
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らない。 

２ 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。 

 

（移動等円滑化経路協定区域からの除外） 

第四十五条 移動等円滑化経路協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定によ

り仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）で当該移動等円

滑化経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した

場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地（同項の規定により仮換地として指定

された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土

地）は、当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。 

２ 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地

として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二

条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、

かつ、土地区画整理法第九十一条第三項（大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用

する場合を含む。）の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持

分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整

理法第百三条第四項（大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。）の公告

があった日が終了した時において当該移動等円滑化経路協定区域から除外されるものとする。 

３ 前二項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域か

ら除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されて

いた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ば

ない者を除く。）は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又

は第二項の規定により移動等円滑化経路協定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域か

ら除外されたことを知った場合について準用する。 

 

（移動等円滑化経路協定の効力） 

第四十六条 第四十三条第二項（第四十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定によ

る認可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑

化経路協定区域内の土地所有者等となった者（当該移動等円滑化経路協定について第四十一条

第一項又は第四十四条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継し

た者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。 

 

（移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続等） 

第四十七条 移動等円滑化経路協定区域内の土地の所有者（土地区画整理法第九十八条第一項の

規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者）

で当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばないものは、第四十三条第二項（第四十四条第二項

において準用する場合を含む。）の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対

して書面でその意思を表示することによって、当該移動等円滑化経路協定に加わることができ

る。 

２ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定による意思の表示があった場合について準用する。 

３ 移動等円滑化経路協定は、第一項の規定により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がそ

の時において所有し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地（土

地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土



 184  

地に対応する従前の土地）について、前項において準用する第四十三条第二項の規定による公

告のあった後において土地所有者等となった者（前条の規定の適用がある者を除く。）に対し

ても、その効力があるものとする。 

 

（移動等円滑化経路協定の廃止） 

第四十八条 移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が

及ばない者を除く。）は、第四十一条第三項又は第四十四条第一項の認可を受けた移動等円滑

化経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市

町村長の認可を受けなければならない。 

２ 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 

 

（土地の共有者等の取扱い） 

第四十九条 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十一条第一項、第四十四条第

一項、第四十七条第一項及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借

地権等を有する者とみなす。 

 

（一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定） 

第五十条 重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所

有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地

の区域を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を定めることができる。 

２ 市町村長は、前項の認可の申請が第四十三条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移

動等円滑化経路協定が移動等円滑化のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をする

ものとする。 

３ 第四十三条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。 

４ 第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当

該移動等円滑化経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、

第四十三条第二項の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有す

る移動等円滑化経路協定となる。 

 

（借主の地位） 

第五十一条 移動等円滑化経路協定に定める事項が建築物その他の工作物の借主の権限に係る場

合においては、その移動等円滑化経路協定については、当該建築物その他の工作物の借主を土

地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。 

 

第六章 雑則 

 

（資金の確保等） 

第五十二条 国は、移動等円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう

努めなければならない。 

２ 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保並びに研究開発の推進及びその成果の普及に努

めなければならない。 

 

（報告及び立入検査） 

第五十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところによ
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り、公共交通事業者等に対し、移動等円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、

公共交通事業者等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若し

くは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 知事等は、この法律の施行に必要な限度において、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐

車場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、

特定路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しく

は業務に関し検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

３ 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築主

等に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又

はその職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

４ 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況について

報告をさせることができる。 

５ 第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

６ 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

 

（主務大臣等） 

第五十四条 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる

事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会及

び総務大臣とする。 

２ 第九条、第二十四条、第二十九条第一項、第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）、

第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主

務大臣は国土交通大臣とし、第二十五条第十一項及び第十二項（これらの規定を同条第十三項

において準用する場合を含む。）における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務

大臣とする。 

３ この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、第三十条における主務省令は、

総務省令とし、第三十六条第二項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。 

４ この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局

の長に委任することができる。 

 

（不服申立て） 

第五十五条 市町村が第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服があ

る者は、主務大臣に対して行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求を

することができる。この場合においては、当該市町村に対して異議申立てをすることもできる。 

 

（事務の区分） 

第五十六条 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務（費

用の負担及び徴収に関するものを除く。）は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第

二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

 

（道路法の適用） 

第五十七条 第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道
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路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。 

 

（経過措置） 

第五十八条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その

制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）を定めることができる。 

 

第七章 罰則 

 

第五十九条 第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違反した者

は、三百万円以下の罰金に処する。 

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

一 第九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第三十八条第四項の規定による命令に違反した者 

三 第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

第六十一条 第十二条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした

者は、五十万円以下の罰金に処する。 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十条第二項の規定に違反して、表示を付した者 

二 第五十三条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

二 第五十三条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、第五十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

〔平成一八年一二月政令三七八号により、平成一八・一二・二〇から施行〕 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律及び高齢者、

身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止） 

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成六

年法律第四十四号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成
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十二年法律第六十八号） 

（道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園管理者等の基準適合義務に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に工事中の特定道路の新設又は改築、特定路外駐車場の設置及び

特定公園施設の新設、増設又は改築については、それぞれ第十条第一項、第十一条第一項及び

第十三条第一項の規定は、適用しない。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の廃止に伴

う経過措置） 

第四条 附則第二条第一号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定

建築物の建築の促進に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続

その他の行為は、この法律（これに基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみな

す。 

２ この法律の施行の際現に工事中の特別特定建築物の建築又は修繕若しくは模様替については、

第十四条第一項から第三項までの規定は適用せず、なお従前の例による。 

３ この法律の施行の際現に存する特別特定建築物で、政令で指定する類似の用途相互間におけ

る用途の変更をするものについては、第十四条第一項の規定は適用せず、なお従前の例による。 

４ 第十五条の規定は、この法律の施行後（第二項に規定する特別特定建築物については、同項

に規定する工事が完了した後）に建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。

以下この項において同じ。）をした特別特定建築物について適用し、この法律の施行前に建築

をした特別特定建築物については、なお従前の例による。 

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の廃止に

伴う経過措置） 

第五条 附則第二条第二号の規定による廃止前の高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

た移動の円滑化の促進に関する法律（以下この条において「旧移動円滑化法」という。）第六

条第一項の規定により作成された基本構想、旧移動円滑化法第七条第一項の規定により作成さ

れた公共交通特定事業計画、旧移動円滑化法第十条第一項の規定により作成された道路特定事

業計画及び旧移動円滑化法第十一条第一項の規定により作成された交通安全特定事業計画は、

それぞれ第二十五条第一項の規定により作成された基本構想、第二十八条第一項の規定により

作成された公共交通特定事業計画、第三十一条第一項の規定により作成された道路特定事業計

画及び第三十六条第一項の規定により作成された交通安全特定事業計画とみなす。 

２ 旧移動円滑化法（これに基づく命令を含む。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、

この法律（これに基づく命令を含む。）中の相当規定によりしたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（地方自治法の一部改正） 

第八条 地方自治法の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（地方税法の一部改正） 

第九条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（租税特別措置法の一部改正） 

第十条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう略〕 

（身体障害者補助犬法の一部改正） 

第十一条 身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔平成一八年六月二一日法律第九二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。〔後略〕 

〔平成一九年三月政令四八号により、平成一九・六・二〇から施行〕 

 

附 則〔平成一九年三月三一日法律第一九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。〔後略〕 

〔平成一九年九月政令三〇三号により、平成一九・九・二八から施行〕 

 

附 則〔平成二三年五月二日法律第三五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。〔後略〕 

〔平成二三年七月政令二三四号により、平成二三・八・一から施行〕 

 

附 則〔平成二三年八月三〇日法律第一〇五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 〔前略〕第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五

条の改正規定（同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織され

ていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における

協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法第三

十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。）〔中略〕の規定並びに附則第三十

三条、第五十条、第七十二条第四項〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を経過した

日 

二 〔前略〕第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、

第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）〔中略〕の規

定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第

二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、

第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条

まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、

第七十二条第一項から第三項まで〔中略〕の規定 平成二十四年四月一日 

三～六 〔略〕 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第七十二条 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十



 189  

条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。以下この項か

ら第三項までにおいて同じ。）の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百

六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下

この項から第三項までにおいて「新高齢者移動等円滑化法」という。）第十条第一項、第十三

条第一項又は第三十六条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、新高齢者移

動等円滑化法第十条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準と、新高

齢者移動等円滑化法第十三条第二項の主務省令で定める基準は同条第一項の条例で定める基準

と、新高齢者移動等円滑化法第三十六条第二項の主務省令で定める基準は同項の条例で定める

基準とみなす。 

２ 第百六十二条の規定の施行前に第百六十二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律（以下この項及び次項において「旧高齢者移動等円滑化法」と

いう。）第十二条第三項若しくは第五十三条第二項の規定により都道府県知事が行った命令そ

の他の行為又は旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項若しくは第二項の規定により都道府県

知事に対して行った届出で、新高齢者移動等円滑化法第十二条又は第五十三条第二項の規定に

より市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った

命令その他の行為又は当該市長に対して行った届出とみなす。 

３ 第百六十二条の規定の施行前に旧高齢者移動等円滑化法第十二条第一項又は第二項の規定に

より都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新高齢者移動等円

滑化法第十二条第一項又は第二項の規定により市長に対して届出をしなければならないことと

なるもので、第百六十二条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第百六

十二条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならな

いとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。 

４ 第百六十二条の規定（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の

改正規定（同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていな

いときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、

同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法第三十二条、第

三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。以下この項において同じ。）の施行前に第百六十

二条の規定による改正前の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十二条

第三項の規定によりされた認可又は第百六十二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされ

ている認可の申請は、それぞれ第百六十二条の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律第三十二条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみな

す。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条におい

て同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場

合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

 

附 則〔平成二五年六月一四日法律第四四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

（罰則に関する経過措置） 
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第十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 

平成十八年十二月八日政令第三百七十九号 

 

最終改正：平成十九年九月二十五日政令第三百四号 

 

内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）

第二条第六号、第九号、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十号ただし書、第九条第

一項及び第二項、第十四条第一項、第十九条、第三十二条第五項、第三十九条第一項及び第三項、

第五十三条第三項並びに附則第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 

 

（特定旅客施設の要件） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条

第六号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数（当該旅客施設が新たに建設される場

合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み）が五千人以上

であること。 

二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数（当

該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者

の人数の見込み）が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同

程度以上であると認められること。 

イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土

交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高

齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内

閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用す

る高齢者の人数以上であること。 

ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土

交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障

害者の人数が、全国の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土交通省令・内

閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用す

る障害者の人数以上であること。 

三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設

その他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、

当該旅客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認

められるものであること。 

 

（特定道路） 

第二条 法第二条第九号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法（昭和二十七年

法律第百八十号）による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるもの

であって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。 

 

（特定公園施設） 

第三条 法第二条第十三号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの（法令又

は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により
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法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で

定めるものを除く。）とする。 

一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める

主要な公園施設（以下この号において「屋根付広場等」という。）との間の経路及び第六号

に掲げる駐車場と屋根付広場等（当該駐車場を除く。）との間の経路を構成する園路及び広

場 

二 屋根付広場 

三 休憩所 

四 野外劇場 

五 野外音楽堂 

六 駐車場 

七 便所 

八 水飲場 

九 手洗場 

十 管理事務所 

十一 掲示板 

十二 標識 

 

（特定建築物） 

第四条 法第二条第十六号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和二十五

年法律第二百一号）第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法（昭和二十五年法律第二

百十四号）第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第

一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。）とする。 

一 学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 事務所 

九 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 

十三 博物館、美術館又は図書館 

十四 公衆浴場 

十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するも

の 

十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業

を営む店舗 

十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

十八 工場 

十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合
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いの用に供するもの 

二十 自動車の停留又は駐車のための施設 

二十一 公衆便所 

二十二 公共用歩廊 

 

（特別特定建築物） 

第五条 法第二条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 

一 特別支援学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用す

るものに限る。） 

十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるも

のに限る。）若しくはボーリング場又は遊技場 

十二 博物館、美術館又は図書館 

十三 公衆浴場 

十四 飲食店 

十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業

を営む店舗 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合

いの用に供するもの 

十七 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。） 

十八 公衆便所 

十九 公共用歩廊 

 

（建築物特定施設） 

第六条 法第二条第十八号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 

一 出入口 

二 廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」という。） 

三 階段（その踊場を含む。以下同じ。） 

四 傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。） 

五 エレベーターその他の昇降機 

六 便所 

七 ホテル又は旅館の客室 

八 敷地内の通路 

九 駐車場 

十 その他国土交通省令で定める施設 
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（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第七条 法第二条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二第一

項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建

築物（その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及

び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。）以外の建築物とする。 

２ 法第二条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の

規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築

物にあっては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の二第一項

の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における

当該建築物を除く。）とする。 

一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第四号の

延べ面積をいう。第二十四条において同じ。）が一万平方メートルを超える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条（同法第八

十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれてい

る特別区にあっては、卸売市場に係る部分に限る。）の規定又は同法以外の法律若しくはこ

れに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物 

 

（基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等） 

第八条 法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第八条第一項、第九条第一項（同法第十二条

第四項において準用する場合を含む。）、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに

第十三条第一項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）第

九条第一項 

二 軌道法（大正十年法律第七十六号）第五条第一項及び第十条並びに軌道法施行令（昭和二

十八年政令第二百五十八号）第六条第一項本文 

三 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第三条及び第十一条第一項 

２ 法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法第九条第三項（同法第十二条第四項において準用する場合を含む。）及び第十

二条第二項 

二 軌道法施行令第六条第一項ただし書 

三 自動車ターミナル法第十一条第三項 

 

（基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模） 

第九条 法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積（増築若しくは改築又は用途の変更の

場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積）の合計二千平方

メートル（第五条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、五十平方メートル）とする。 

 

（建築物移動等円滑化基準） 

第十条 法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、次条

から第二十三条までに定めるところによる。 

 

（廊下等） 

第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、

次に掲げるものでなければならない。 
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一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

二 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊

下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）

には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等（床面に

敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、

周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをい

う。以下同じ。）を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土

交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

 

（階段） 

第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次

に掲げるものでなければならない。 

一 踊場を除き、手すりを設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容

易に識別できるものとすること。 

四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロ

ック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が

定める場合は、この限りでない。 

六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保す

ることが困難であるときは、この限りでない。 

 

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 

第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路（階

段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるものでなければならない。 

一 勾（こう）配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部

分には、手すりを設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に

識別できるものとすること。 

四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ

ロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣

が定める場合は、この限りでない。 

 

（便所） 

第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設け

る場合には、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）は、

次に掲げるものでなければならない。 

一 便所内に、車いすを使用している者（以下「車いす使用者」という。）が円滑に利用する

ことができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房（以下「車いす使用者用便房」と

いう。）を一以上設けること。 
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二 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房

を一以上設けること。 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のあ

る便所を設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高

さが三十五センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を一以上設けな

ければならない。 

 

（ホテル又は旅館の客室） 

第十五条 ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用で

きる客室（以下「車いす使用者用客室」という。）を一以上設けなければならない。 

２ 車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ

多数の者が利用する便所（車いす使用者用便房が設けられたものに限る。）が一以上（男子

用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合は、この限りでな

い。 

イ 便所内に車いす使用者用便房を設けること。 

ロ 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるもので

あること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

（２） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

二 浴室又はシャワー室（以下この号において「浴室等」という。）は、次に掲げるものであ

ること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等

（次に掲げるものに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一

以上）設けられている場合は、この限りでない。 

イ 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であ

ること。 

ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。 

 

（敷地内の通路） 

第十六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通

路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

二 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

イ 手すりを設けること。 

ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を

容易に識別できるものとすること。 

ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

三 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分

の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 

ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に

識別できるものとすること。 
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（駐車場） 

第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設

ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以

下「車いす使用者用駐車施設」という。）を一以上設けなければならない。 

２ 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 

二 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

 

（移動等円滑化経路） 

第十八条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上（第四号に掲げる

場合にあっては、そのすべて）を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下この条に

おいて「移動等円滑化経路」という。）にしなければならない。 

一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室

（以下「利用居室」という。）を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」

という。）から当該利用居室までの経路（直接地上へ通ずる出入口のある階（以下この条に

おいて「地上階」という。）又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合に

あっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。） 

二 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房（車いす使用者用客室に設けられるものを除く。

以下同じ。）を設ける場合 利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、

道等。次号において同じ。）から当該車いす使用者用便房までの経路 

三 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車施

設から利用居室までの経路 

四 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その

他方の側の道等までの経路（当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。） 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーター

その他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通

過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるもの

であること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通

過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）

は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものに

あっては九十センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものに

あっては、八分の一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内
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ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 

五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（次号に規定するものを除く。以下この号

において同じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

イ かご（人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。）は、利用居室、車い

す使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ハ かごの奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以

上とすること。 

ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 

ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。 

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物

に限る。）の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及

びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。 

（１） かごの幅は、百四十センチメートル以上とすること。 

（２） かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。 

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗

降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。た

だし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限り

でない。 

（１） かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声に

より知らせる装置を設けること。 

（２） かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車いす使用者が利用しやすい位置及び

その他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限

る。）は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作するこ

とができる構造とすること。 

（３） かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を

設けること。 

六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベ

ーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通

大臣が定める構造とすること。 

七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十六条の規定によるほか、次に掲げ

るものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通

過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（１） 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するもの

にあっては九十センチメートル以上とすること。 

（２） 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下の

ものにあっては、八分の一を超えないこと。 

（３） 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾配が二十分の一を超えるものに限
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る。）にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル

以上の踊場を設けること。 

３ 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定

によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又

は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」

とする。 

 

（標識） 

第十九条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付

近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、

便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。 

 

（案内設備） 

第二十条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられ

たエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設

けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を

容易に視認できる場合は、この限りでない。 

２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレ

ベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障

害者に示すための設備を設けなければならない。 

３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。 

 

（案内設備までの経路） 

第二十一条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの経

路（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）は、そ

のうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路（以下この条において「視覚障害者移動

等円滑化経路」という。）にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないも

のとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

２ 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等（床

面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、

かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるも

のをいう。）及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法によ

り視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室

内においては、この限りでない。 

二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障

害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

イ 車路に近接する部分 

ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分（視覚障害者の利用上支障がな

いものとして国土交通大臣が定める部分を除く。） 

 

（増築等に関する適用範囲） 

第二十二条 建築物の増築又は改築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一

号において「増築等」という。）をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げ
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る建築物の部分に限り、適用する。 

一 当該増築等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所 

四 第一号に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道

等）から車いす使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの一以上

の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内

の通路 

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 

六 車いす使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第一号に

掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等）までの

一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び

敷地内の通路 

 

（条例で定める特定建築物に関する読替え） 

第二十三条 法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し

た場合における第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項及び

前条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、同条中「特別特定建築

物」とあるのは「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。 

 

（認定特定建築物の容積率の特例） 

第二十四条 法第十九条の政令で定める床面積は、認定特定建築物の延べ面積の十分の一を限度

として、当該認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施

設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。 

 

（道路管理者の権限の代行） 

第二十五条 法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路

法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項第四号、第十四号、第十五号（道

路法第四十六条第一項第二号の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。次項におい

て同じ。）、第二十一号、第二十二号、第二十四号、第二十五号及び第二十九号（同法第九十

五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。）に掲げるもののうち、

市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立し

た協議の内容を公示しなければならない。 

２ 市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一

項第十四号又は第十五号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通

知しなければならない。 

３ 第一項に規定する市町村の権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示される工事の開

始の日から工事の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第

四条第一項第二十四号及び第二十五号に掲げる権限については、工事の完了の日後においても

行うことができる。 

 

（保留地において生活関連施設等を設置する者） 
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第二十六条 法第三十九条第一項の政令で定める者は、国（国の全額出資に係る法人を含む。）

又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している

法人とする。 

 

（生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準） 

第二十七条 法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当

する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法

（昭和二十九年法律第百十九号）第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の

宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは

収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。 

 

（報告及び立入検査） 

第二十八条 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第十四条第一項の政令で定め

る規模（同条第三項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項

において同じ。）以上の特別特定建築物（同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下

この項において同じ。）の建築（用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。）若し

くは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築

物移動等円滑化基準（同条第三項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。）への適

合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、法第十四条第一項の政令で定める規模以

上の特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築物の建築物特定施設

及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に

質問させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき建築

物特定事業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物に

つき、当該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又

はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特

定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この政令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令及び

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の廃

止） 

第二条 次に掲げる政令は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令（平

成六年政令第三百十一号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成十二年政令第四百四十三号） 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の廃

止に伴う経過措置） 

第三条 この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第十九号、第九

条、第十四条、第十五条、第十八条第一項第四号及び第十九条から第二十一条までの規定は適
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用せず、なお従前の例による。 

（類似の用途） 

第四条 法附則第四条第三項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号の

いずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。 

一 病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。） 

二 劇場、映画館又は演芸場 

三 集会場又は公会堂 

四 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

五 ホテル又は旅館 

六 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障害者等が利用す

るものに限る。） 

七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

八 博物館、美術館又は図書館 

（土地区画整理登記令の一部改正） 

第五条 土地区画整理登記令（昭和三十年政令第二百二十一号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（租税特別措置法施行令の一部改正） 

第六条 租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（宅地建物取引業法施行令の一部改正） 

第七条 宅地建物取引業法施行令（昭和三十九年政令第三百八十三号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう略〕 

（地方住宅供給公社法施行令の一部改正） 

第八条 地方住宅供給公社法施行令（昭和四十年政令第百九十八号）の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

（地方道路公社法施行令の一部改正） 

第九条 地方道路公社法施行令（昭和四十五年政令第二百二号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（日本下水道事業団法施行令の一部改正） 

第十条 日本下水道事業団法施行令（昭和四十七年政令第二百八十六号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう略〕 

（日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措

置法施行令の一部改正） 

第十一条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する

特別措置法施行令（昭和六十二年政令第二百九十一号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（日本郵政公社法施行令の一部改正） 

第十二条 日本郵政公社法施行令（平成十四年政令第三百八十四号）の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正） 
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第十三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令（平成十五年政令第二百九十

三号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正） 

第十四条 独立行政法人水資源機構法施行令（平成十五年政令第三百二十九号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう略〕 

（国立大学法人法施行令の一部改正） 

第十五条 国立大学法人法施行令（平成十五年政令第四百七十八号）の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の一部改正） 

第十六条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令（平成十五年政令第四百七十九号）の一

部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正） 

第十七条 独立行政法人国立病院機構法施行令（平成十五年政令第五百十六号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正） 

第十八条 独立行政法人都市再生機構法施行令（平成十六年政令第百六十号）の一部を次のよう

に改正する。 

〔次のよう略〕 

（公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正） 

第十九条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令（平成十七年政令第百四十六号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置） 

第二十条 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、

前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百二十一号及

び第三百六十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（国土交通省組織令の一部改正） 

第二十一条 国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔平成一九年三月二二日政令第五五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

 

附 則〔平成一九年八月三日政令第二三五号抄〕 

沿革 

平成一九年 九月二〇日政令第二九二号〔郵政民営化法等の施行に伴う

関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令による改正〕 

（施行期日） 
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第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。〔後略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則〔平成一九年九月二〇日政令第二九二号〕 

この政令は、公布の日から施行する。 

 

附 則〔平成一九年九月二五日政令第三〇四号〕 

（施行期日） 

１ この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律〔平成一九年三月法律第一九号〕

の施行の日（平成十九年九月二十八日）から施行する。 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 

２ この政令の施行前に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法

律第九十一号）第三十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第六項の規定に

より公表された道路特定事業計画に基づき市町村（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第

十七条第一項の指定市を除く。）が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第

二条第二十四号に規定する道路特定事業（以下この項において単に「道路特定事業」という。）

を実施する場合における同法第三十二条第五項の規定による権限の行使については、第十九条

の規定による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十五

条の規定にかかわらず、当該道路特定事業計画に定められた道路特定事業の実施予定期間内に

限り、なお従前の例による。 
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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特

定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 

平成十八年十二月十五日国土交通省令第百十四号 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第十七条

第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき

建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令を次のように定める。 
 
（建築物移動等円滑化誘導基準） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。）第十七

条第三項第一号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令

の定めるところによる。 

 

（出入口） 

第二条 多数の者が利用する出入口（次項に規定するもの並びにかご、昇降路、便所及び浴室等

に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のもの

に限る。）は、次に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、九十センチメートル以上とすること。 

二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

２ 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

一 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 

二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

 

（廊下等） 

第三条 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、五十メートル以内ごとに車いすの

すれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすること

ができる。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊

下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）

には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして

国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

四 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

五 側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等

の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。 

六 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設け

ないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合

は、この限りでない。 
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七 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けること。 

２ 前項第一号及び第四号の規定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣

が定める廊下等の部分には、適用しない。 

 

（階段） 

第四条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 

一 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあって

は、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができ

る。 

二 けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 

三 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 

四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。 

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容

易に識別できるものとすること。 

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

八 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

視覚障害者が利用するものに限る。）には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚

障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

九 主たる階段は、回り階段でないこと。 

 

（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置） 

第五条 多数の者が利用する階段を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路

又はエレベーターその他の昇降機（二以上の階にわたるときには、第七条に定めるものに限る。）

を設けなければならない。ただし、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣

が定める場合は、この限りでない。 

 

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 

第六条 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次

に掲げるものでなければならない。 

一 幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあ

っては百二十センチメートル以上とすること。 

二 勾（こう）配は、十二分の一を超えないこと。 

三 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ご

とに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 

四 高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。 

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

六 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に

識別できるものとすること。 

七 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て視覚障害者が利用するものに限る。）には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視

覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

２ 前項第一号から第三号までの規定は、車いす使用者の利用上支障がないものとして国土交通

大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える



 207  

傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。 

 

（エレベーター） 

第七条 多数の者が利用するエレベーター（次条に規定するものを除く。以下この条において同

じ。）を設ける場合には、第一号及び第二号に規定する階に停止するかごを備えたエレベータ

ーを、第一号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。 

一 多数の者が利用する居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設、車いす使用者

用客室又は第十三条第一号に規定する車いす使用者用浴室等がある階 

二 直接地上へ通ずる出入口のある階 

２ 多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならな

い。 

一 かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 

二 かごの奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。 

三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上

とすること。 

四 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 

五 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。 

３ 第一項の規定により設けられた多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前

項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 かごの幅は、百四十センチメートル以上とすること。 

二 かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。 

三 かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

４ 不特定かつ多数の者が利用するエレベーターは、第二項第一号、第二号及び第四号並びに前

項第一号及び第二号に定めるものでなければならない。 

５ 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロ

ビーは、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項第二号及び第三号に定めるもののほか、

次に掲げるものでなければならない。 

一 かごの幅は、百六十センチメートル以上とすること。 

二 かご及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。 

三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百八十センチメートル以上

とすること。 

６ 第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利

用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第三項又は前項に定めるもののほか、次に掲げる

ものでなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が

定める場合は、この限りでない。 

一 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知ら

せる装置を設けること。 

二 かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の

位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、点

字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造と

すること。 

三 かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けるこ

と。 
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（特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機） 

第八条 階段又は段に代わり、又はこれに併設する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形

態のエレベーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大

臣が定める構造としなければならない。 

 

（便所） 

第九条 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 

一 多数の者が利用する便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）が設

けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車いす使用者用便房及び高齢者、障害者

等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設けること。 

二 多数の者が利用する便所が設けられている階の車いす使用者用便房の数は、当該階の便房

（多数の者が利用するものに限る。以下この号において同じ。）の総数が二百以下の場合は

当該便房の総数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、当該階の便房の総数が二百を超える

場合は当該便房の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とすること。 

三 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであ

ること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通

過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

四 多数の者が利用する便所に車いす使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近

接する位置に車いす使用者用便房が設けられている便所が設けられていない場合には、当該

便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を一以上設けること。 

２ 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一

以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが三十五センチメートル以下のもの

に限る。）その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。 

 

（ホテル又は旅館の客室） 

第十条 ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗

じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数

に二を加えた数以上の車いす使用者用客室を設けなければならない。 

２ 車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

一 出入口は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通

過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

二 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ

多数の者が利用する便所が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）

設けられている場合は、この限りでない。 

イ 便所内に車いす使用者用便房を設けること。 

ロ 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、前条第一項第三号

イ及びロに掲げるものであること。 

三 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特

定かつ多数の者が利用する浴室等が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ一以上）設けられている場合は、この限りでない。 
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イ 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴

室等（以下「車いす使用者用浴室等」という。）であること。 

ロ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上とすること。 

（２） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

 

（敷地内の通路） 

第十一条 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

三 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

四 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっ

ては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することが

できる。 

ロ けあげの寸法は、十六センチメートル以下とすること。 

ハ 踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。 

ニ 両側に手すりを設けること。 

ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を

容易に識別できるものとすること。 

ヘ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

五 段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の

昇降機を設けなければならない。 

六 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設するものにあっ

ては百二十センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、十五分の一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾配が二十分の一を超えるものに限る。）

にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊

場を設けること。 

ニ 高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分に

は、両側に手すりを設けること。 

ホ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に

識別できるものとすること。 

２ 多数の者が利用する敷地内の通路（道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成する

ものに限る。）が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同

項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられた

建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。 

３ 第一項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、車いす使用者の利用上支

障がないものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。この場合に

おいて、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならな

い。 
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（駐車場） 

第十二条 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐

車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百

分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。 

 

（浴室等） 

第十三条 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上（男子用及び女子用の

区別があるときは、それぞれ一以上）は、次に掲げるものでなければならない。 

一 車いす使用者用浴室等であること。 

二 出入口は、第十条第二項第三号ロに掲げるものであること。 

 

（標識） 

第十四条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付

近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示す

る標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。 

２ 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該内容が日本工業規

格Ｚ八二一〇に定められているときは、これに適合するもの）でなければならない。 

 

（案内設備） 

第十五条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられ

たエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設

けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を

容易に視認できる場合は、この限りでない。 

２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレ

ベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障

害者に示すための設備を設けなければならない。 

３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。 

 

（案内設備までの経路） 

第十六条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの主た

る経路（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）は、

視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がない

ものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

 

（増築等又は修繕等に関する適用範囲） 

第十七条 建築物の増築若しくは改築（用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増

築等」という。）又は建築物の修繕若しくは模様替（建築物特定施設に係るものに限る。以下

「修繕等」という。）をする場合には、第二条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部

分に限り、適用する。 

一 当該増築等又は修繕等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、

エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

三 多数の者が利用する便所のうち一以上のもの 

四 第一号に掲げる部分から車いす使用者用便房（前号に掲げる便所に設けられるものに限
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る。）までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他

の昇降機及び敷地内の通路 

五 ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの 

六 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

七 多数の者が利用する駐車場のうち一以上のもの 

八 車いす使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から第一号に

掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターそ

の他の昇降機及び敷地内の通路 

九 多数の者が利用する浴室等 

十 第一号に掲げる部分から車いす使用者用浴室等（前号に掲げるものに限る。）までの一以

上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地

内の通路 

２ 前項第三号に掲げる建築物の部分について第九条の規定を適用する場合には、同条第一項第

一号中「便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）が設けられている階

ごとに、当該便所のうち一以上に、」とあるのは「便所（男子用及び女子用の区別があるとき

は、それぞれの便所）に、」と、同項第二号中「便所が設けられている階の」とあるのは「便

所の」と、「当該階の」とあるのは「当該便所の」と、同条第二項中「便所が設けられている

階ごとに、当該便所のうち」とあるのは「便所を設ける場合には、そのうち」とする。 

３ 第一項第五号に掲げる建築物の部分について第十条の規定を適用する場合には、同条中「客

室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が

二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるの

は「一以上」とする。 

４ 第一項第七号に掲げる建築物の部分について第十二条の規定を適用する場合には、同条中「当

該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全

駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」

とあるのは「一以上」とする。 

 

（特別特定建築物に関する読替え） 

第十八条 特別特定建築物における第二条から前条まで（第三条第一項第三号及び第六号、第四

条第八号、第六条第一項第七号、第七条第四項から第六項まで、第十条第二項並びに第十六条

を除く。）の規定の適用については、これらの規定（第二条第一項及び第七条第三項を除く。）

中「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する」と、第二条第一項中「多数の者が利用する出入口（次項に規定するもの

並びにかご、昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する出入口（次項に規定するもの並びにかご、昇降路、便所、車いす使用者用

客室」と、第七条第三項中「多数の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者等が

利用する」と、前条中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。 

 

附 則 

この省令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 
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